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終章

I 厳打とは何か?

ント守口の似し、(土、まず小実際の殺打がどの上与に行われ亡いゐの刀!主実

証60¥こi出らかにLた上守、〈乙駁n，C，￥ろ現象を;主計，化L、う;耐え打開に生
じと諸現象から出，.判的に絞れを可能なら Lめる法同をfi.:ることである。

の順子は以 i、のとおり 'C.ある。まず三主主立(土、丈品終結以降札口7前

年 j からお年2茂子 j まで 1: おける ~{i!ム状況、および犯罪対策と L ごとの上

うな拍慣が汚じられたのかを見るハ、タこいで 3章では、 8:3{[c;尚子]を対象 y

して、比えれltZにどのようなことがf丁才〉才しf二のかを明らかにするコここで

in-ff厳才了を考摂tJii，とするのはも第 1こ‘それが初めてのぎiJTであり lム、

第2には、中川ではそれが最も成功した段れであると ら才Lてし，h ;~ 

1 ここで ノ:)J め 'J し 1 う U〉(手、 i-;~ !~て品交n司':(<1-手われ;.. r こ~: J について

い ているの(7.はない ここ三「初め Cj 〉いうのは、「段打Jと呼!れしるキ γ

〆ベーンかJqjめてnわれた、ということである。ここでこうした日りくとい表
現会可るのは、後出ヲるよ勺 l鋲似の現象が号れ以前にもあコたからである

二日社57(4以)D)lDコi ~l()G j 
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rlさ礼るため、いわば政浪決定者。ノよjJ;，切に最も近v可T打。ノ 4人践であると

与えられるからである口また、ここ二い円J同与祭を1--;い、 Eijイl国主主ずを

イIé!〆た 1ーで、それを Ilrúg~にらいめる↑ (ì を ]11山する代最後に 4 章で f~ ，

3宇で勺、したにぷを子かか:1仁、栽，IJのありんを輸として、 83年段れζL

われた祇づいjを素刊する J

なお本山に.f:iいとは、実訂rYJ:こ絞れの't::際世!HlfFj:戸てl、こうとするた

め、 タ';'--多用-t-<.J ';デーヤの多くは '--，_.~斗， ，，-ー」コ
γでめゐ刀、、 111U_~: 

。〉犯罪に|主jする統計データ: コいては、いわば;る 暗殺」におに注意し

なければならない J むろん、 j日当iに問寸るlijt汁Irータの町委主:J:ドこのi互

にもイチイ十すゐものであゐが、 l十j ド10)統計!のド奇政 I-~]ft白、判に;'1.~案件数の

7 の~，':数 i司~.ITはかなり i1;: 却IJ'.Cある οflú えは、 197G年から 2004年

までの芥年(7)\r災件弘、枚千件数および L 審:1WJ~~ を理件絞(以「、 c 1 

存新受件数j ぞ可ぶ)をま行めだ去I を11亡いただきたvυ19891j. 

の立案件数l正月iJJI 比 138.2%増 U'~ 1l 5)J jlj胃}であるが、目的イ1 :こなっ

亡実際の犯罪事件が挙にこれだけlEえたわけごはないυこれは王Ji土、

19?i8ijドに警察古1;が[立系ペ、実J，1: 1呼ばれる利忠にメスを人れ?結束であ

るとしは〉れているツl(」L案不実」と:士、毎察がが火なりは立案すべき

事件を立災せ F、 |級に判t;~~- tるす'庁、作王立が実|禁4りも少なくなる現象

争指れ ただい日地的な調杢ぶるこ、実際の.，'，案件数が;í:';;:-;o _.~U%

増えており、犯罪実:~5:も増正j したとしぺ指摘もある九

こう L た現象が f_! じる認同として、 ðn~jr党 1" 卒j I克実件数 180(0)(~I 

ぺつ検挙争;1キ〔快挙;'1数 -，'1.:;長打数メlOC)がき察絞関 lまたは人員)

の業務詩情の基準のひとつとな汁て¥'ることがmmされて¥'る、じ 犯罪

e.; Rl;斌*~~~長市t;jírrh~守+廿紀ðlr"i:~:::-J在的円k言疋往市大J 紫，l'科発 木治以十編川l

玉城 b犯罪珂題研究J (中国人民公安k学n¥ ~;dL ; ~19f<年) :3() -:.11 頁、 ~r~J塩素

前回子4~ 士 i羽 l 当 1\:1 目的 jl~!)ド与 Nì組 \~tt(大子出版子仁訪日午) 4 --5'~モ fとこ。

日、i主主J~ c-9!-)O) ._; 99G同ん
犯罪事言'1キ[刑事犯罪発案キ Ji土 人11 ;万人当たいの，'，案件数」で三|押

されゐ )J 分子、である(例え l工、 r可制"じγ漏~ ~t:: :"i!: '1と通論 I策 2 収北京たうで

出版社、万何年) 1 11 -" ; I ヲ民会~~L

獄木日常 刑事"三三~I~ (1] :1 日政法大手山根判、 199/~γp)目、 E主連平・目燕

自民除笠・憶もま;斗前川'1'烹i年，'，ヲ巨木L14円京士、Lλ主|川及対決 司於手ええ十問

~lìJ、 Sii4. 品、 19ω



現代"[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

ぎを 1- 1 立案・検挙・ 1 響新受件数等状況畿 (1976~2002年)

¥';系刊誌ネ 十長与Jイ千数本(礼1 後半平 1益二子守主件fz'，DI D' A ?;; 

Fli'l) i出呂出，0 31;'2:)ι 6'-.9% 1.]0':'8; -1i'己%

lTi'i !ョ 1出，E~ 10:)1::;己 '/:::.U% ~C!)JヲムLヲム、 Jl. J "i 

1':.1"，:8 らJS60S 3討るlS己 『ピム;.U? η / E096i.; コ討 1 '?'c 

1979 636222 U00JE 09.1 % l~日8/16 2討 2'~，;

l'.18C ;らi'.:.~) S~;ð425 i'1，1ちら l~ri 巴 ~~6 4ヨ6.i 匂

1'.181 出口O~出: 6~，~ì0'， -+ 金1司0ノ/リ 込:!:6J dヨe，‘/υ/ι/ 

1 ::_)g~ (斗出4;'I:i 5;'9U::;:: 
ノ/一一

さιS?;り 42. J)'; 

1983 6:04，'0 4己 :~J‘ '，'(;、‘{下;% _J c:.:~r:i 4ð l円う‘d%

1984 ~:i: 436¥) J!Jz， ニ(勺J亡U I'J‘'1うら ニ込1J~:~ ， 1 (/.1‘C% 

1985 !y1-:!OCb 42'iU:l0 '/2命日% ~.:46ô!:'J !コ J ‘ d"，~

1986 ら4-'7:;5 4:::~;4: '::J ‘~% 三リリn~J わり.~)，; 

1987 !:，'!'04己'1 4ゎ3t~S:; 81令請% '~g~H:i: 4 日日.4 :~，'; 

1'.18;) 日~í't~8U 6264日4 士J‘守"ノO 313J06 にIJI唱J也J、j(~，;; 

I'JWJ 19'('00: ， i : 1'， S J0金，〒Oノ6 dU:!J64 dヨe，‘J、υ/ι/ 

1:J(jii でと'6!J!Ji' ; 2651 ~") '::t‘1% 46出90り 36.d}'; 

l'iql リ:.)r:i!:， ~'U9 :4fi()β:戸 01‘('ハ% 4中;-840 り!J ~;判U 

1 '.1:)'!. 1 ~:i日 '!6~，\) :Ui'¥)己17 68‘'!.% ニ~:!.日日l J!J， ;ー~%

|つ ~i:) 16: l:i t~ï\) i ~i :gS:3. I.~ ‘ U% ~C:)~6'， .j~，、‘ J、 ".-ι/ 

1:J(jι 1 6ôO~'d4 ; 2!J8U'J:5 ':8 ‘~% 4g:~9~í' 3;. ~}，; 

l'iq九 169:り56 : 35U 1 5:; ':q‘d% 4リ!:，'!'4: 3ゎ.';' :~，'; 

1996 16007:6 : ~í'\)U日 l ，'().9);ノO 01日目?6 48‘-+ (~，匂

1997 16:31:i2¥) i: 'i~21-+ 1'--‘r一;'1ノ/リ 4訪日目"' O(‘J、".-ι/ 

1:J98 19~.\I:i O ，'U ;264ι::;:5 ι，，0二t‘ ノ/一一i 4g:~: 64 3出.1)';

l'iqq 'I'~斗リ3:9 : 3，'z， 1 'J:; 01‘1% きc:.UuI.¥d 3¥.l ~; :~，'; 

主 6Jí'J~J? :644U日4 マ骨三ゴ也つ，"ノO ]6(J432 J4‘1% 

2001 44-!:l'/!コi¥) i ¥.l' ~ì r:; 3 !:l .r.: ‘ q~古 0:~出口りわ J2 ‘:)"，~ 

2002 ι::;31:i~'; ~ lり25U90 ー1.:'.‘ ノ/一一 6主134S 32，g'}匂

''(;m c:.:.19J忌日3 :84~(、日 ユl‘'.J% 6:r~ r:i O~， 4aJ -lーA十.~， /0 

c:，';:g:n '!(K14I~1 寸司ピ3也] );ノO 0c:，';S4 : J2 ‘~， /6 

出し~. : ;:'IXli:et上での，(そ杉>--.lf'円るY:'，:っ)、ご，1，会μI;-:Jj更ZJl行士c介、 '0'(1")デク1:9討

ま の 'rf祈主汗諒~つい、よ可証校計'2i 科 l---2 1'1を、、れ r， 以外仁 ---;J'，' て

は司法持年î~，' ~ I'::~年l:'t ;i l>1，)を寺 ，W; た l;:ぷ、 jコ下U主 ν、{も立主 杭学 1弁!受

牛紋'f;-ij) 一々を 'J、にか、出品、二令喪~: :::'1じでああた 3 ム¥nでは 々出4与を三さない
まに 〆人、~は不や，~I\"宅専ぎするキ γ/ 、 シ;-j1i-:d;れ J年会小ず

半、安夕食ナーfi数"警崇が、素 材~争、したfi数であゐr 以下司 1

二日社57(4以)1)l299 ~1()8 j 
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発生子を下げるためにはうf一子である立系n教を、また枚挙1を上げるた
めには、分w:である山案件数を減ら、UJ了よ l¥ということである。注:二、

徐挙f数は水I信に戸れるここはあっYも、減らfミれるごとはないであろ

与と捻l削えれる J

3で、 こうした清教の干uじを考える〉、そもそも rl-;図グノ立系n数lよ情
熱¥い主なし，J)¥いはなし寸ヘということになろう3J、12はこうした l占

有ンィ、実」の沈引きを示|て， .品 本1<(土台察部が;985、19与7、1(-)f今年じ

全:1>":0)派出Viのぜ)! ;/~を対象として行っ J サ/フル訓告の結粟'Y'ある 0

4、表から明らか44うに、五大事1'1ーを合むム宇1'1の実際ジ〉立案汁数以、

.'案すノ、き iHλのよい~J26. r:;7% しかない川J ド lではこれを:兵J支 l主] と

吋んでいるJ つまり、 4j)'の3近くの事件が、すべきであるにもか

かわらず、¥('託されてーいなかったのである(衣 J-?は、 Hぷ cす

案兵えどi支 J にl;!e土づきした!日出、;98'{\198~ゾ!-'.(J)試詩データであるん

そして、司百~; :吉~-r.---.0.. (j、完封在期間i↓」の立従件数成長手を;!ーに、 1--198日
年の全国で立案すべき川手荒件をくは約4J9万件で、 1990年はí~047rh件ご

あるJ(1-: 試行する。ま介、「警察部城公:jがi分以年から i分以)年にかけ行Jっ

た調査によると、 1900.iP. (f)令凶の立索すべき ;11]事事件は約日7万件j民、

警察部 5 同刊行F 計も的。ノ:J'f~J'主でおり、これらは本口県誌の泊予結果とか

表]-2 立案件数統計の精度対照表

全事 1'1_ 主人事刊
ノ
す-'Il;--t，¥3

実-;r宰際什の訣
/従rべ与 実 I{の

1" 泣
F索p当λ↑え イム 仇ん ¥'1 ~毎 ft 坑 じ雫異べ円主

1~:2_) ]-U'12 11332 3::::.62?~ 2L::; 'i0.16?;.. 

198/ f、P凸、Fり3'/I 1:':4'/日 19..:;.2;'-七 :::40 :3?1 "'i. S'i '}古

I ~)fM 7.j:-;':il 22ド44 ?I;，，;.I% 日;.ヰ，. {'~咽 (;1 対

c ~ i8， (;1 i7ri-IR 三(j.mちら ~2Hら 自 ~S'l /、酔、‘

;'+'， ~年 前汗主祝 τトド』現段滑に，;wr百通町~~'詑{0)!山凶人民公1三人三と，'l'，，;，Al， 19~1九年 :Ot>

11':' !:'て
キ「ウオですべき打数 レは 坑!I'i月ゲ通報や"l:~;-え 4什のうい{むつ日査によっ "t す \5
ここ刀、確認えれよ引数どニ 1;際J)¥1ヲ叶数 とは 可際索えれ/.:11:数rイ行す。

ナ'I:tf~;~ iL-;、枯れ， 1句読有報2ZJ 公安)'-~~報1990 ヰ 3 問 6 --81雪、-4:i:l:(U，':{ 討つり

個派UJr升刑事業('1 統H 不実可 I-J寸自~~町長，~.::首ぐったJナJ手 1長 1G96{I-: G 嬬'i2"73口など戸

u沿J ~lìJ、 Sii4. 前、 1898



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

表 1-3 立案件数推計

年 ~i~A7ヘタ 2!，、 ~~-7-" ケ

Liど5 ~d2白廿5 20白方

10B{ !A'，II汁

lJl-;7 日7，).s:; 2':.:1-万

l附ミ 自2i88¥) ，jii(i)、『

なり近しミ」行 l と ;8~口する U これらのデータ ζ公式フータを照らし 台わせ

ると、 λ幅よヰ正が行われたとし 1わ才しる:'J88Q以降でも、 I立案不())

刊誌が根強く残っていることが明(:，かであろっ L公ぷデ タは試斧デ

々のゲJ'，'うJである)しかも、 1998年:ーで察部が全国的に行うた犯罪立

'%:，[)、況よると、統言1に計トされる'fJ'lI'lI件 tSu土実際的手i牛訟士~t{

U〉刈)%前夜しかない，~I 炉いつ上うに、 19~)8jl.1=è:点で(土ソ刈しかたに以

以さ1して¥'ないといつのである。数値だけ見れば、 80イ?イtこ土ドベてむし

ろ :æ.化しているのであるたがって、点定件数のt.f~;:;-1デ タの信頼性

はかまり1Lhミ丸，

也-h、竜太苧11'ーにつしべ (;1、i".、実!立がよfY]G5.';7%-~ゃあり、 j主立案件

数の統計デ タと上 Jべるこ、その{弓収十jlJ高いこ μ えよう。丞j、事件に

ついては、「政it各部門は自プド的に党の指導に8"L 、t-'右、なるtJij台、い

か右， 0 )，Pi;t(:i-3 i; ゐても、京大判 ~r立公て完:委員会におtJ~ を求めるために

報告 lつ寸ることが求めら札ているとめ、注目のポ↑午4 りも隠しにくい

という半'i"i初、あるのだろうわ

このぶう(_~ -，'r案件数の統戸i(土信頼性がかなり↑王v暑が、以パャ見でい〈

上っ:二、 '1国においてはIE5z災it定有 a ともに、立尖灯数にノさっき治

ぬ前?雷土椅 1 了h~J克段階犯罪問題研究{総字削 JJ (中国人民公安人学 il\ ，~J~t一、

190.3干 J 三日目」

;口町*'1ドl 引w 持 l 対'，&~J' 中市;判同特LIよ)j宋t'JJ、1肘 t;"盆;'1";'闘争F中古市7

与実践む1)1百台」交{ι論文 υ 笠害対見。字誌でのづ1mは、宇11:1 iJ円I-J)!肘JJPII究中
日:Jl川1:'1誤)>(， q河可IJ'lii八封「誌2()O;;午 ι;W: '7頁に kっP

g 辛苦交の万三L原山にう1ゐては、それだけじむとうの人き士郎，{8をなすため、

玄ぷ高じはこれ以 lすち人 ν ないc

I 令↓トJ止"1FT:!乍子長車J忠{民主主)J (1依;2年8丹江戸) 11:;]法千IIIJ-(2:'，11 ::i日2は

二日社57(4以)J)l297 )1ハl
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安の善し悲Lを測る二 tが'百てある1<1: そこじ、本稿出土立系(，:数に

ー」記の伺践が存在することに銭み、極))、 ¥'1案件数以外のテ、タ iに

は重大半刊の山系什蓄をおよび故'fl;結~~)も ~it0::する 4うにする代

2 厳打前夜の治安状況と犯罪対策一一「叢ぎにかつ速やか

に」の登場

本中では、 ブ iiレタリアート文化大Jf{IiJ (以十、「文京」と日刊)

終了後から、 8γPi(ょJJまでの市安状況およびEれによuする)iJ災をほ政ヲ

ゐ c i')， 1、ではまず、立;革が刑事司法に残したIr¥，lj;(を開〆乙ローl)ご次に、

犯罪政情への対決i)""';示 τわた1979年の全国部，iJ治安会設芯よび1981年の

5大都市衿安座談会を見る (22およ tY2.3)，三i去に京市の者察内容を

怒汗するけ， ii) C なお、本主主およぴ:火工互におし亡;士、i[UiJ， ， i円高口、の条

文は、それそれ旧刑;式・存Ij2!'法の条文をおす。

2.1 J主主事の後遺症

本~íJでは本予泊三JP戸事円Jiょにもたらした枝々な ;J~;響をはるう以下ではま

「、文革1t~における uわゆる 公・倹・法 (讐察・似宗 .JiX:';'ij所j の

"2'雑ニ、その後内向犯の経治安辿品。次l、止草以降の犯罪激増の様争

抑く 長fi:に、孜EZ決定者が-r1: のフ主lこ清いたはカりの警察・険:::H'裁

判所の号館)Jをとのように1干析してV'/とのか、;[3よびそのよで[円川i

I士働市12れ去の胞子7を)[1:;;， -(とのよう企j苦情が苅じられたのかや見る

2.1.1 r公・検・法」の受難と再建

主革矧;こ正31了る「苦手察・検察・裁判所(')11，度t:t::土、iJ.当が煽肋:戸、吋i吋

の中火政I:t::/トポltfS'導者二'j1'さ?察部長の荷主治が具科、Hヲにr，

1(>' 近年においては、，~在不安の問題C')深更IL~ から、 l イ、 1'1の刑事事 Il;'安統

計データは可r事lê山お~[Y+十Ynt-r4均売をミダJ状況T完全かつ町j引をh 反映ずる Lこ
とができてお竹「、社会、百安丹市勢を引IJI;';:]-;~)上でにす川院 の?対日ど「ぺき Cは

ない、!.Jどいろ批判的声がャがって ν 、る(材 '1，誌編i 各級究委J?t法妥的戦←H~

らこ宏観J~~μ、工れ (中国長安出ほ[lL2ω4年:-i:棉員ノ J

J
 
1
 
1
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Jいわれてし:る一以アて i土、な破壊の[()e":-':Jノ) )~まで言 l

検察 J主判的に降りかか Jた吉転(I )、およぴ
の様子奇素抗する:1'、

施した l

される主革期

そのf去の再建(Il ) 

会主住

・1長察半IJ:lFf J){:昨 1 火を切勺たのは江みであったコ iI-M:~土

19例年12;J1日11に紅尚之を接見したお5に、「ぎ翠7号、検禁:託、最高人民

致、[:ijj析は'f;'木プド設|ぃlから持ってきたもの'Y'あり、党 政汗を凌駕する官

僚機構ごあり、数:q-~ 求、 買して E主断に対抗してきた，"糾明した}

この3k;:可以峰、 l J- 品 J という大義名分を千三fニキ|守'i-J~ーなこ、により

検察・裁判所の機関がき空軍され、そのスタ')7 は ι ，:， j 火を~'せられ「法」

;i'W処理されたり、批つ!大会に 1J ["j~R;) 出さすし迫害をそけたりした" ~t 

d邑;古も;:1苛に追従し、告団主的にて・枚き-f• J;~判所くをたたきつ;;>"t:!--.J 

とのスrJ~ガ L を!ムめもごっ t た !~Lì:::ijが !~~!t;まった。また、 I 監察・

?主主・裁、札;9-;"宇徹戻的にたたきつぶL、徹底均に改却しなり札i王与らな

い，Nもを涜ザるやり方ではダメ子コ土全俸をみくり扱えなければな vJ ~'~ ¥ 

と叫:よれ、さき23 ・検察・裁判所のスタ y つが長村に[下JJ~; された

こうしと状況の中、警察・検察 -JA判所の業務が fピ状j主にFrdっ三こ

いう 巾でも検察は、 ぷのi"U寺発言以降、徹践的 l 追い;~ま 1 1 、

業務はとて停止にこ息づるまれt-:{_いわれる設判所も 19G7干の c1ヨ;1:'
命 1 日!乱暴l'以降、亙，ヘrl'J:ニマヒ状態:二泊り、裁半 1，業務も基本的に
1芋 11 したといわ Zしてし=る Jにまた、で~~-1iJ， 1068午12!j駐日 μ軍半管引が

I 

，1.: 当代村[経刈茂J 17i ~=t 
2 これは19GG年りはかレ-)1976年ま >'c.c.を回調する u当代審判」一作 二33車

内タ J トルてある

l 了Jζ ぴ~: (7) ~;è J:ß (:. ~) '" γどは、『当11'明察制度 lil'--li7H、HJ__ .:28~-132 
E、「当代公安 1'i 2.] お頁巳円、安:i:f~.l :1::均三日立を参照した)

3宍反組主';Ul;合がよHjtl:fCr)~主権を 1~ :)、上海ゴミ ι 〆を樹立~-j:ニ:事刊

uk現代"'I'lt典 ¥1::;-波書応、 1999-tf;4i"4円参照j
とはいえま主寸ふ見るIJ.!1)、さえ判所i.-f-主主ーにおい-(~ 員lて，1'11'11・民予言

訴訟を;:埋L、「主j押しを行ってば、λ 、l司法統計資料 I 1円、法尚人J(i!，託研

究￥杭「全国八5(V、院予，，，人統計E;E'主資q歪稲川相 199iミ(民1'--::刊号、)，人民，1、

l'干7

ワ
41
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~kカマした後、組織そのものは待ったが、徹底的に己主主止され、各クフスぴ)

指導者iよ ;J~百をけたりまたこのとき、検察および裁判所lよ忠察機現 'Hヲ

半管制J委員会の T民組紋い改井[.吸収ちれたり

最も風、円たりが強力ミ.，た検察は、その!rイfを維持することすらで

き主かったペドね-;-::'-.l2汀、議J-tI出よ最高{主d宇代表、最高J主宰代表、 勾i務持?卦卦部号司祁r: ; 

J4半iドL代J表、お;:(びノ』、2腎李察ム印七J冶詳岸ミ導暮ノ心J

f橋品を可焼言11.:しJ 、祭却、最高人民杭判所(こ少数の苫を殺すことじ関する

¥ [人j務貯」はI'll寺院内務~'m~~~5f-: Cl) rr:抑制を提I引するように11.[1]け、これが

あj;(~$:によれ本諒されたo -4'斜計により、検J禁|たお哨高次J敦信託されていコたι

19751jーに改11された定法では、 lさか察機関の椴松 l止、設警察わた明カτ千万更す

1，'2日条:::Jj1:)と規定されて£り、このことが走法により時認されているU

E 再建

こうした r- 1\I)日喪」か 4 、 Jι初!こ σ ち出 i) 、再廷に向けて ~t，ム始めたの

は警察であ勺たr すなわも、 1970年12日1111から :971..E三 2月:11まで開

催されt第I;-j :r"1全1'1警察会議を転捻Y して、警~~C)_f:-Eト主主が降、まっ汗 JJ い

われているまず、 ju;会議間体iこ前後Lて、以前の指持者および幹部が

相次ωで警察部にヰび7えされた。 197211には警察機|長!の Î[i事特別が1浮か

れ、翌7:-1年には全向の警察機切が以前の幹部・職員:;;:...n、fび疋しは l'めたに

裁判~í も第 15什!と凶答者寺会議を転存~c':: して、ィIj述の1立を歩み柏めi::."

1972 ff初iL1から、 l、jjなされていた幹部が続々と段高裁に|呼ぴ民与れ、次

い台市主えの山仁白いが茨]られたハ1:)73午o}-jには、全同企仁円高Jムが復
i/i L、[974年初頭;pi土中裁・基層裁が続々と [IJlliされ、各地の主主祭機関

軍事管制委員会も絞々と廃止εれてし， .~) 

こうした小、 *~J-ì封建が24 か..たのは、197G年にcZ:された官辺、;こよ η
てそのJr イ;:[';/:1.\がf刻、湾きれた牧子4fあうたハ検苛守の再建 r;: 、 q7~ .'-r-の憲

法改'1をfYi::.なければならな去るった J 互主法C!(II後、検察の出廷は急三 y

民日険制、 2u(点年1 1 民)、なおも統ートはぇ1;t~Ä(，，-おいマも民事政官が才丁わ

:nーといずことiついて:二、宇 Lil幸目 ''1'''1:おける精神訳出対する.1::銭~&ii\

をめく之法シ'A1I5j日 J】 l花火法学論先47巻40 (1996午!(ば9頁古王子守に指摘

している{ただし、当時(/)I裁判ーがどのようなものであったのかはうfかりない「

u又 ~lì，:f;SIf4' .'>，G~) 189全
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子でネJわれ、 :iiJイr6打1日には最高検がよと式に業訟を|井j鈴し、 [HJ1:-.:9月
末には!日J枚 7)検察長が任命3れるにゴーったu

2圃1陪2 犯罪の激増

以上のれ枠を予T:て再建3れたばかれのう手祭・検察 故半Jjト!;Iがl自iiiLJ二

J) I二、 主革11'7J> t:; 続く ~r~Jì~，(!)説明であった(1苅乙 l参Wtlι 本[ぬか

ら時二らかむように、とれわけ1979年以降、 jJ"1'が}itlfj'dド古に湘力11'てνaるじ

rm2-1 立案・検挙・ 1審新受件数状況凶 (1972-1鉛2年)

1曲

90 

.0 

70 

~.o 

Z5G 
V 相

'0 

20 

10 f 
o 

，m ，m ，_，m ，m ，m ，m ，m ，~，m ，w 

工十

この 1:十比jの犯罪の最大の符僚は、いわ Lやる I:~γL、主犯罪および犯

罪ゲノレーブ[犯罪凶による J~;;r (これを「グループ犯罪 l ば~$ j~ 'ii] 

と11子ぶ)のiotJ析である η

続三iデータカらk.るこ よ(ヒi、革命院給j々のメ年:fiJの iム安打数、はわりあ

" -，-:丘二 ~~)'73午から 1 ~)7b 宗にかけて ú案件数は急J~に増加し、三午間連続で日

万千|ーを維持した， lO 平の動乱グ】抗予 t!罫先生率:エ :5 r-6%-C志る}実際に ~J 、 I え

い大革命~I (!) 1 ~)年|習の wνl土 立L¥.江主Ijな状況によj')た お始後4年W]n桁

，1デ タが低いの}よ~':::独裁機関、すなオ J土F統計制1スも統計機靖も.iT吃なほ銭

安 J~'tミし、テータベ-，+*し当てる kことができなかえめであるーとの吋叶高から、

文'1'開始校内心l1l.'::WがJ普カ11してv、ることが 7かがえる(公安古川it合部編 l'1 l! :j~ 

~:JJ (中司人尺公五九子!日版社、 1~l()ï年) 87良安r~u "ごとお、 ~t.;j.よりように犯罪

ji:JI本は l人1，ム }J人当たりのす京弁]5;でさ↑肯されるJJjJ--京?あるため、づ|

!っよ中の ;i~.- 5部」は 11万うJの5-“」の~n"，:1 と考えられる口

可 1 ，守合イ10[手[ という概念が法1)1:_~ーイ'T杭するわけではない、最肖lよ υ統計

二日社57(4以).:.)l293 4
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表 2- 1 I'.t、197G-fから ;9問 f までの問i二、判決が発F均した人民

ト、 判決ヂ之主人口 J と"乎ぶ)における百少i'f. (~5歳未満)の比率を小

すものごある。 lら、青少h犯がえ士、j敢に増去といることが開lらかど

あろう。特 ì.'-SU年代以薄は半数近くを ~-:Î めえ _."λ ドなっている まれ、

， I 正 '~f~ ，f長京、青少イ犯の!と子、が過去の3D妬から川%にニ到した村、 '.1七

Jj~~ 天津、待|語、和什、巽:~川なと己大都市における訓告ーによると、

1965年、 G)~0!)-1 の青少年犯罪惑は I }J分のl削とあじ、全刑事犯売の

30%であっhJL979年仁ii;)、 1iじくこの G大者r;-rでの占合年犯罪の絶対

主主は :9G:J{のの:1 .9けとなり、ム刑事JP，'il'における i七半は?:~%に上押し

た。点字斗 dE:J半は:万分の2U.!)であり、 9t，5今と比べて18.61%r昇

l て ν る l 人ヨ用力|γ/ワ要~や考，:lUこ入j しても、?;少年犯罪の絶対数はQ ち

1"t;仁争っている」、。レいうJ岩崎かつも、円少年犯罪の語ii告の叫が行かが

える 1'\ また、 m~t:ゲル プにつし 1てl士、よとノ口大 l半命」終結泳、， 1 i! 

表 2-1 判決発効人員における青少年犯の比率 (1976~1982年1

判汀ごて左 18摂.jj芯 :8 ~司?::、 4H+Jtヂ =ム

rマ

効人民 川 " 、 ?。 人 % 

lS'，"6 18W j. :;S_:;6:3 ム(5.9 :じliJ 2i .l 

1977 2F)--iCユ '282、} 1.4 -工、.' :i(i 1: 3 2日.'

1 :;，8 :!U30': 三2(;1 1.5 j:; . +:1 ご、ふ'.【円(-; ~~'7650 :.'6， : 

197() l'l(HGλ "C'_J' :1. :; '，nれr:.c; て1711 2CJ.R 

1:;2(; i:iらusc. IHJ:~ 内 2 5 ざ心:~~ 日4Ibo .k;，2 

19i1l ~;.)712) ヲ'1:;2ι 9.G ヨG1ワ7 司王 |戸巧/::-:i t只;

1 :;/:2 2'-1'当日()I :o:，)2<1'{ 1 :)1:.0 126(1)↑ ttd 

，':'If:: w，' iJ泊31-<1件」グ!-!予lL'7ì' li 1i設作人込円状i)2，t，~:-~1-:7":' 1を元L刊点1." 

長 l土、活歳以前の?íによる 5l~罪を肯手年犯罪として取り扱コている (1 内王主主

言I資朴み参1:行

{れ公安部政治;'，:¥・百%王 (G) .'57貝l

<) 普 j誌と十漏~'， 11阿山シ、イふ j:t)H"? U伴 ~(2H-'r ，~.?: r十、 19:対年)370泊。
"りj 党も??世年犯罪のfdJ:良性を認前Lてお;人 1979年目月 1"三党中央が、出 J'、
"央官伝部・ .tkñ部‘丈~l~白1 ・官僚部・凶米う?切総同・引副総 l 会・共m::-t者

百戸[JJI[::宅 金司婦L、連合会 党全科、が古生庁の泣i1、 1'~_~コドPR患の解決を亘視

すみようやt案するtfij¥J争、達したドIjJi左手配い(1 ;.~ ~日 1 ~.，~(-i(l貝ノ

J
 

「
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(r の 1)吋lJ の佼1tkfμ〉びとつは、ん萱グ〉投打・ 1íJ1U~ .的存:をネJう者、強

l年灯、殺人犯、首後7日および終組クル、 -t~日を λ1 ，弘社i したことである。

これらの犯罪??の動は幻滅を杯め、村会治安をTL:.. 八民のfy前j. ~i 

詮ド合当:を及lまLている" とし叶指摘が必るじ

ところご、青うJ.，'~f]-: ~日当(-l とグ，)~ープ犯罪{よ、カァゴ 1j 一二日i一次 tしの概話、

であるコ寸なわち、 I)iiit:土drJr者]):.r.r.j主主によりカテコライズする概念¥い

あり、彼苫i主犯行;、力11わった犯罪者の人数によりカ子ゴラ fスする概念

ぜある U これまでがj{;を!:(jnして ~~twfj してきたが、'Æは、 rjllî~-\土王 i実に

おし hては交叉している ρ 「グルーゾ5r~w;主寸でに1り1杭のわが区における

自ノJ士犯~)r{l: 重];0) --r-: ~~:な さあ Lる).Jツj という JITtl必がノ也、すよう

に、このI寺別殺:科lたのは、 ilJ少工三iJ'¥'i主党や荘lんで行う犯罪である C1 ~， 

2.1.3 刑法および刑事訴訟法の施行

文中後半から終 jうえにかけて、 ー検察・裁判所の再廷が始まった

とはν¥:、九時の警察・検察・我'i:Ur1rの業霊行詑力はかなり侭く、政

策況〉主主;こ IFllU、陸 Ifι手法、特に千円IJ;;'iiJ、の実tをにえ;怖をゴ ~~-t-t: 認さよされる

ほとであれた I 持埋没の人民枚察1~ 0) -Lb~{1 ドJMJ1~えおよび物質的条件は

ほとんど三11であり、企どを から好めた-i}lil杏によると、当時、再定

されたばかりのへ民検奈涜には事務用・事件処浬用の部屋はおろか、同

速する主主志的施設すらもなかっす ';'iJ>いう「ハ ド1HIておもう小足もさ

ることながら、とりわl . -Jjll~rfl:去の実 ~1(i を米以たのは、 lソ

ブト」而 a す1にわち「人」の川崎守あっ

先述 12や寸 l参同)のよう(、文革問;一迫当:を老け、 ドト放され

いJ 引Hi1主 l'厳打 弘士t専)::{(: ヨ"、i";Til志可“ピ対r':'i~iilit略仇筑J '杭察

イI鑑 (19U:::，: :;:J. これは 1-[へ斗防{らわ~ ~南 1 ，~ 造者米児Jに拍工会送れ

た川町'Jiであω

" 料請j.病品孫 請肯γ/:-:3IA罪[I[啓犯罪的供点」コじ示政法"Hん平河1981イ3

間142同u

1 ~ 良樹辛 E万二三'1七 J N:__~-t.L:J， -~と:ウ犯罪合以変化/1其理十l 思考」中 '1叩d事i-t，雄日ぷ1~19iョ
イI1期2;-8: 
:l/j) 安徽省担京~-人民杓察史認哩組 I'!zl-l{i日I;lf斗杓てA苦杓察紅白J俣品機山lJJ孫自白

うて編司検ノfu令議 ::ef~s -{:ち;_1 t法律UJ版社、 20(川'::'.) 150九

ポ;詰S7(A<lSD) l29l ~llGj 
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-枚可;:t.法制rJ.s¥の戦貝(主、子tf'i.主役、従来の機械に呼び尽された。

しかし、たどらに全て乃スタソフが戦場を果たLたわけではなかっ

た。例え l王、言写真(ie察の「人J に4八、亡、 μfミヮて、羽(1ので

語手隊{TL(土文化大草J許il)，11If i劣っている J 文化大革命以前、主主々の主主主手幹

部はで?祭業務を敦知 Lており、政治的にも良好であったハミ見丘、大量の

ま庁人をよ計 lí し、その多く;土 ~-Ij~学から復n したすf\いある c これらの者が良

くな， .とはいえないが、絞らが透ム;、行ってきたのはき策業務ではないl

あれだげ阪球な一連の警祭業務を熟臼， ~ておらず、(主主祭(ご J 人~，ナ:ノJ

きには東も受けておらず、またイ庁しも休版、 r;z:g人組己のときであっ

た J'I':，と指摘する c 二二泊三九、 丈平;-1、 大量の訴人が人〉てきた

ことがうfかる。また t~+iJ所も、再建当日はよ草以(. ~'.、投 τ れた判、郡久

!{;ci:llj全体ぴ)10%はドであったレいう 1'-;勺

こうしたで宇門知了哉を欠急、守 r'~~nドjな司11;，掃を受けていなし名古今?祭・検
察・裁判j弓?の大部うすを1仰る決況の1-1-1、刑訴法を尚宏どおりに実施する

ことは川面不円詑であると判別fされたr そこで、 IiJ訴法;!!-;'7:との法定間以

を延長する措置が講じられ子 lー〉ハその鏑矢J去っ汗のが、 19前年?/J 12 

円に採択された全凶人大合妥i'，:r川事九ME同i担}こ問する

(同日施行〉である。平:決定2条は、 l事件が辺fzZに多く、事件処;Ei¥:lヘ

員が不足し、 JIJ号訴訟渋川右の捜査、起訴、 i 科、 2 審 lこ同する則 ~f{し

fiL{らLて事什を処出でさ争v' _~さには、 [980年中:主、行、ヨ治 JLおよび

i白-~;í;市の人民{(衣 k会常務長以会:7)求を絞てボ件処理!日目肢を延長する

ことが守主る」と:'" l!J刻、Tに阪!)、刑訴法所定の半1'1句L早期限の延長

を認めれ〈

L..-' íJ~ L、二〈刈量罰IJ1980千rr:けに限られなかった 号れは、I9R:fl'9 
月 10 ，:に、全弘人 Jィ討委公が 1;IIJ11'下作の処珂時限問 j~þj，に隠する iユt'/I~J

をj足Jlていもハ l、ケ スまたは交通がイ、1更な .ì]}盲目な ~rÞ. 巧に限り、 1 '1 1九千F

l' 治点 l 干f ヤl到公安 i"jJ:\会~_.t的品市 J ¥l97t1年。jJHi汁i ，移出、 2 泌良

1';; 当ft審判 l作:-_:， 135-8.， 

: 17) この去については、 111ヰ信l'J r中医(r:;法治の尽段階 刑法"抗 )~l ~!! ~ ~':i; 

j去の実杭をめぐって J"/ジγ絞済:0市1288号 (108..1{:-: 3 ) J上旬号i .1 ~--

3汽が詳Lいu 以下の言L:述は、 ムー;二間二þ~~tに拠っているL

J
 - ~lìJ、 Sii4._'>'S8) 1890 



現代"[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

から19P:ゾまでの問、 liiJ'主の方法、での期ltt延長を認めたからぜある，1." 

このよろにして低い業務;中心を理由と L て、 IIJ~恥j、所J七 O)ìtJ;~j国ミ!i O)

延長が認められたのであてユアこq ごうした状況の中で、犯罪浮~i;当という現

実ド豆百し、~'，:苅以降 l 見る犯罪対策が~';ち出されれのであつれじ

2国2 1979年掴:;E閤都市治安会議

2.2.1 会議の方針

文章山から続く犯罪増加は、 1979年:人るとさらにベースを kげてiE

J;nヲるとともに、 lズl架化して」、った" r可:q:下、1');，:以降、多く内部11Iでは

犯罪者が徒党を"r月、 μl器をて殺人、強盗、 ~tl11在、長L1[~tlぶなどを

行行主大事件が七九j数に J押し、情i件lた池ちもあ勺だといろ 1

こうした状況に直|ι し、汗]伝・ !flJiT.~ i* 1)捻行{川jl-7Zウ')]979年]:耳 2~

¥ 1 S その校、 ~l.J:、人べ「二 12会:3: 1984年 7 月? Rに ，111苧事件の犯珂J}明日ミJ二間合る

宇治完封A をほ択し、事什'jB~座開JI現の延長を再び認め介。丈ド L 、ノ~;'[日の事件処

.i:r)l期限ゴコ延長は!日出年の決1た亡と臼:止ωj以;孔L卜γ一γCめr乃!2.白
、μ13法主?♂でεは5争:い点である3 つま L'J、:事什処j単刃i恨の延長が日度と Lて曜'Eされたしつ
である(.~!~:fJir;J訴μ ザi.l ，に{ν い Ij，11ー) もうひとつは、専1牛が J:~-なふ山てあるc

すなわち、本従ノとは、去 1 i主よ犯罪ゲノレ ノリ〈川手による事IlJ、:弘、 逃t'しなが
ら犯行苛亘ねている亘大ハートウース」、、引「交通が7がなり小便なi!l!;jsな地万の

百人ハ ドケ ス J 乃し '-9'""れかの弱含にr~!定 L'C js i)、民伝が厳しくなった

ω 公:ぷ児t::J J~ :;G0貝 また、均守;円ムi百 qcn't寺政策7'JI 式漂った￥出片足打、
19!-)2年luγ周も阿佐に、 ょに)均年ぉ円以降、川ポゴド件のご君主一隠はわ;')(わいん九〈、

重大事件 重lAi事件および器開事;Tが~~2;{.HHなく 1--.p-いたj とJ行摘1るー
~ -; r I ;来年 1片1[]から両u、を A土泊するIめに、井地では現地の売を lli:、の指
善おJび封、力な支持のト、中-')J.:(/)指不tニ照らして、ノ少な〈ないキ備作業を行っ

てお 1)、 しかもほとしとずが|山iîi'主主目叫右前に安~-Hî ~~でおリ、戸1法祐子干の T~) 止、的絡

験を蓄積Lている」とのうGBが，)、すように、 郊では19ω年1月1汗のお1J f;iJに、

l試行Jされていfょうである (1よし t， 背 l 為刑法、刑訴渋ぽ'J-~_;)J宗主治而I場合

丘中央政Jリj

尚削よ人、Jぷj守学前判子字約(寸~I'J山iハ1 出版民よ祉1.、 1(附)陪m臥呂白郎~午 1悶3元5白配1れ また、 }似j折恥託計ìfiT河で刊完噛闇 ~':r~~，川明県人「氏4法予誌札 「喰実抱 〈令引制例仙I耐附阿州け山吋川l日山]日;伽主わJ 
己司{円{が的H巾j 止似ιjυa経5説恥t史"人J弐モコ司i凶 iι9守h削S'.出iJ存存， 1 )則す引lよ主見司i以1下 1匝はI'".S'I.II<笠が思いため、 焼

rJ~不能J 、 i r(-iじ有品吉守系人民小jも察おし l lit長十iI山rJd持事 積柿千，-N~1\;Z察ほJ 九民

投きさ1()8:) ':' 1 期 15去で:止、具 i.~ 出な試行のが、況が日'i~ 汽れて~-，とο そのIめ、

入会設が開催されたり期にl止、 rでUこ'，:';;J、がよれさhごいともの ζ 士、わh0

二日社57(4<lSl)l2号。 n
b
 
I
 
i
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日かりお日にかけて、ど;γ包己主;)-1;i治安会議が't'!" '1'只のr丸Eに苓っき非Ji記
された ml¥ ¥/日都市;fi交会議 l と呼ぶい21:木会議iよ会議字fが

示すようにお山、 11'1'ぃj、・中部di 人口め刀人以 ι の部dl骨折白す

(1) ifi'タ，Lr]i豆をテーマとするものである J

おい仁彰真U:I¥|倍次のような沈没を干Jったお

現在の治久jよi売l士、牛??主的;こは良好であゐが、長引の おの大・ q1 

郊1:;-、おいては犯罪が縮減を極めておけ、人民は小安におののき、女

性fまひとりでは外1引するこ l も不安:ロっておー人宇治ー丘産秩宗が

ü?"~しに陥っとし、る 労働芳、幹部および1IJ)支はこへした状?りを強く不

満に忠 Jており、日、誌な人民大';1とは党および政府に対して犯l)r者に厳

lくぎ7砕を方:1去るよう説く求めてし、るつ今ころしなければ、党主よぴ

政府の夕、iF'e[失職JIこさ才してしまうに

今l口!の重d凸;士)(. 1 ↑ l-~r; 1、特にjt:;(、上保、 7て;1'な('-:"'(J) II I'-Cあ

るr 活動にお:.;"-C(，土、専P1伐|謁と大法との結合、敦子Jと滋訟の給台を
堅持しなげれば士らとい、今l!_llのjJ引;土、力を集門 L亡、，J見わ1の

殺人、 l尚治、 U良姦、校火な J片山社会f1:::1+ を 111 々しく訴しす犯~吾、:寺に

~~:J1=!グ }y ブ(J)1 J ゲ 、枚目1l:lCを厳しくら Lめることであるた

どし、犯行が私立長な昔、おに18/;，(未満の有ノjパ[にコいては、ねはり日ま

いま文育改治おホfF(15の遊詩、んの1救出宇心がけなければならなし~

また、捕まえても捕まえ公くても上 ρ 者l対[トまえず、タじl河111こ処Lても

処与なくてもよい者lよ死刑に処さないコ

兵科、的には、力主組織にに ι 述内犯罪者を述やかにt;LLJ日する王

人民主均F案を処逝Lて、 Lトうたまたは泊、クラスの芳1凋む公表し、法

制数台を干Jう また、犯罪声のドJ刊を浮びかけ、ありのままに白状し

山、 ;-;ーと女九串品、 'e'，~i e:4: ~-(なお、 万三J女'l:，;f高dI37り白は 1rt: 'JとlsI:法岳民公ー
がI正社したとするが、 l公安7て育委吉正1""8円によるこ、 '1'宍政口、't:_~主会が I1 式

に明" I たのは、 HJ刈年 1!J24叶である J

(.:~) J0立品.11'; jlど所(19)612目。な戸、さき察部・司法部 F労働鴻Fおぶぴ可

抵1嬬」被処分71の与i-:i-rh戸芸評ti、消の問題に司する ;W;;iiJ (J9判定日月'~日 I i) 

(---'.)は、次攻守検討する 1[6Fij'J)決定 につし ιて、 l大.q-l 'Ìir~:t (すたわら

人:--l:-_lO方九}リトの都市)J 【カ yコl勾はj民主jとする。

お 511民 間介、整色w;.Ttt一会治安的幾出足見 1F51ft¥ 2c' 自民~2(Ui出、 J

l.:.19; ~lìJ、 Sii4._'>'St;) 18fヨ



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

た:寄や他のJ~~rを乞発した芦は寛λ に処開ーする

党委.n会lよ、指導、認識および行動を統 L、今役XP，J国間において、

法にttl¥}呂へつ志、かっ疋しく刑事半f'I;;;ゲ日県宇るために、竺若干・杉ミ察‘

裁~，IJ;ir;'は党委只会の指導の|、でJt-111j事務処逝IL4 を手 l う また、 jて氏

委員会、(台防2号、調停委員会を再建・再編.~:主化 L 、治安維仔:二対す

る氏 ~l~.*~絞め陵:f~的役刊を筏i'liさせるコ手隊;土 ifi安維持の?をろ析でお

り、記会秩よれ1"1復を干工J.iけする、と〉

ぷtr. の 1;:;真i$訟の斤千は、次しつ 6l:~にまとめることができる党委

H会の伯導ジ〉下で、軍隊や民 1とのみならず、人殺をも守号、与 jムみ活動を !t}~

るごと、なJ対象者 L大・中都市の[現千]汚'lJ殺i" ~色鋭、強ぷ、

放火なとの千l会村、序をrI1々しく古しず犯罪15)に対する厳Lく(藍<，乙}¥

.ili7宝争、そして:1停な処罰、犯行カ r王位tな者五仇びィ~成年者lこ対する
技庁改造・救出[挽f~J (J)強調、メァ fアを利用した r-u、帝Ij数奇J(J) 
民却、ル党委員二;指導のトでの共同事務処F干の実施、そして猛、以 iの活

ユb宇寝間し、 ;/i'12l!_lli夏や[豆らなければ F 党および政府の失政」とされる

よ花、である内最終的に会議の結論としごも、;ぷ真;.~説正同様の位、がj'[J

J商さ 11てし司る 7

ここでは、以 iの 2l日こついて政官J~./ておくへひとワ:.1、「現行1 の

'4， i~ 丈は[安保婦 í:1である ノト杭では Jl-ifiJ事務処刑」と討す τと仁する
以ここで[ミ1，1行:ζC}):t!三定がhuえられてし、るりは、ょ.'1'訪問1[1 (..:起きた 6:-，有(--:-~.干

Ajl)，( 主るほrr・1仕_lR巳暗号などの刑j予ti牛iII真不lたpずるとし寸、党中央の方
主|があったためであろう(r[1共qr~J，!: I t川(判重処湾“文化大草「γ '1'打、柄、捌-1:;

是n;'仏「的IuiiJ録)J ¥1978汗， 8月日口)r戸川、干十111 (j ノ，~ ;-jl:-:;----;114]i{1いつま，)、「札

i了:こい々iiH定芥わえ ωことにより、 -).:1正:;!F:!})三託(1との|メ汗Iチl叶り ん 中部市に

打ける [fAJこ]の治安412lついては亘さにかつ;d;やかh 処罰iL、丈'l'lIilのよいitに
ついてはす中央の方併に{私物、~_\処 F する〆 Lたのである}そのとめに中l'、中央

(土、 19Î9~1 つ ;-j 9円にわさわさ 都市町交の繋cfにおい、はじ慌を年qrt..-、行l
j日;二打'1手や加スるべ主ごとに[きさするi虚午、lJ ~:子出し 汁立をll.f.J.起 J にいる ιl問於盤

住城市治安応集平日悼行撃取行犯約通知..:IrrjJ:.2::iC!H! 

つ)i1.中 i占主主主1所長)は売会誌において、「亙さに紅 Jて処ヲ1]するC[1;こ亘処

員Jlと表現すゐ"摘好治女:JiSi~了女荒川結走信t:~'E~1化的泣成行二分 仲介ぉ当城

市l":~ì'b:会ぷ 約百::-1i J 人民公刊ノ、 (CDI京)1980レl悶 i'tr!:?同)
r-~、斗 hえ rh 治安会議布ず日広行間J 九氏公安 (cn)ほ) ~9'1 与年 1:': d，，12 -~;磐田

二日社S7(4 <lS:J) l2ミ7 )eハl
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{台安事犯につしに、(主 l甫きにかつ速やかに 打羊を加えよと指ノJ、する

んで (l迂'/、犯行が軒微な:昔および京成wずについてはね:工り強い教1f
改造・救出すも tt~'示じたのプ!ここである。拘希 ;11 はこっ 1〆た h針を「慾

討と教育を結びつけ、教育を---;-:とする主 がI(~ ~概括するじ

未成ぞJ一斉かドうか以(1一詰ffを とする丈め存易に区別することができ

るコ~./7:戸し、 Mをも〉て;177が I粁似 lと寸るのかにつlγと!土、必 Fし

も 義的;二:人めることができるものではないu そのため、「打苧」と「敦

育」をどこで線引きするの培、換戸すると「敵対;手肩 と「人民内却の

矛盾 lをとこで線引きするのかは、その{去のソ、i治lこUL5しをもたらした}
すなわ t...!fl]+司法力組ぃ子 1こおいて、 現仕のJRJi'の大多数l土占五1で

あり、労役者 良夫、首、t'i~の子弟で為 :J 、これは人民内郊の矛盾であり、

人民 Ij~i~'i;の違法行為と与一えている n その工め、彼らを法\:~.i/Jとν当主き kか

っ~~"'\:>か;こ懲らしめるこでに帰結してしまう j 口、与 l 人氏内部内矛盾

とliklJXJt'i との区 ~ljJ'可の悦民が生じたのである u 二二から、年くの事

件が， 2 つの矛!r"キ~~ることキ恐れ」、 F 人弐 λJ 首I~の矛活」こ Lて処理さ

れ六千二 Jーがう骨収できょう l犯ノ〈 そ Lご幻年厳打の決定iこぶして、4-l史の

u策ik>i:者はこれを 'H号事力不ぶ [r; "i'不カ]じっ:&~闘のひ、とつである
と考えた(?~。

なお、ここで設育がry!t~読さ l' たのは、」乙'J-.合 tjz?浬]

対策 社会治安綜合泊料:) ，~一時けやれる新f 主考え方の影響を受けたも

28' 陥i:f:i;当凶行iJi民士 (2り:.":54良い
21]1足之照決打撃月IJ.4Hll~j! 、 !t'l取汁会治安恨本好転--' III~司"苧 1984. 1'): J則出

貝{

日、j 刊jえ;ま、 J工匹151は〉うこのよ λ な~)、ィ日であったこし、う。 1 1979 'eドEHJe;:び
1981年5円じっと;マヰ1;1:市治安会議および5kお的治安川λ談会以降、令室cつれ紙人

l->~!1{:T:j所 fよ f十台治ちてい口々 L き fG'";!;' 矛占えはす犯罪話会民に従し重 ilhF カつ速ヤ

かに懲ムしめとき汗が、 19{<~年↑半期にjTTるまで、々、然 r J.ごtT'字力不足の坑

象が存存 L ていたじ事刊の ~~i 別においグ市さにもL コてを↑分に 1::)引ニでき亡い

ない裁月刊もあ 7:_\ 4:'、殺人を言:コて傷害と Ei乏したり、リ主姦・'t.l制強姦ðl~につ

してヰミ送ヤ111;したなとの事1::1::j!;J.':t:に取調し と :1 、本土ならば'1i.í~ζ に従う苧

主に凶さないものも鮮き(託ベ事由2し七:，、執行猶下を適用すべきでないの

いこれをj白川Lトりする哉とj;1， もありた(~~ rJ. ;Jti i者以、院三台 l川頁に

午 後述3.1 (つ駅徒んこの日殿、 EF1小、ドの発なくを怠出された¥.， 'c 

J
 
I
 

ヲ】 ~lìJ、 Sii4'.'>'S4H8出



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

のであると考 λ りれる n この [dtik治即] といっヤーム (;.t、:づく節引吏討

する 5/..都市ぼAj会会紀.~~ (1.，寸ノゆる21号丈吉jにお l、て初めて52の

えF1で使用手引 7こ概念であるIゴi iその後、同の公式えfl;こも笠j品する

よう Yなる)

このさえ方斗体{よ、オ会訟に先立つ;979イ草月に淀'1'，たが時二1主した、

'1'共 ;;1央日イム品等 8 ムd~FLJ ;冗 4ァイ主が古少年の民法・1r~~Jl 間耕一の向"決宮市

十司す()J:う従長寸る卒HFf7」l、おいて示ヲミ内て， .る， ~.S ハ ξごでは、「込益法

行為・犯罪を行っー占少年: コいて、次々のh計f立教育、まえドlお上ぴ改

;互に持政すべきであるハしかし、ごく少数の涜f京が草いJぇ芋47分子およ
びその他の犯罪者については必ず法にiXぃ懲らしめなけ才ばならない l

とき引だl 要する γ、教育とぎ7昨のl出j:tJ'や弔いるが、数育手ト王とすると

いうことであるれ

下J;~~ の投ド皆におしぺ干士会治安総合れ ]:dt 、 r~: (J)統 的指導の下、在

家機|刻、人t(c五体、上場・ 3ムllJ.企業、家庭、街道、学校、部隊ぷよぴ
広範な人弐大衆を@J員 L 、七、キゲ「わせて協力し、村 rTT 、1i)J1'7fr~'\ 、 f';-

に行動し、?;~ドJ カミベヂれぞれの青イ工を 2v\ 政治、 !?L畑、組織、主宰済、文

化、孜子子、近徳、法ifなとの各子校をはいて、1[.-王a(10iこ青少年の健全な

成長を敦fJ-保殺し、刑事1lJfW活動に厳しく打惑を加え、古少(jじ1)造法

11 為・犯罪坊し、非行子~: Iク主寺教育・救出し、卒:会治安の維持、人

民民土工殺到J裁の安定化、社会主索現代化設の問自制な進展の保直との

EI DSを達成することである J引とii義与れていと。いわば|玉|全日、を挙げ

て行う犯罪(ヰ?に青少午 5~:1t) そ抑制するためのj苦情の総称であり、そ

のでな内容は「教育 およびヲi主主」という子段仁ぶる違法手 l為 犯罪

の l 子i涜 とし:う '1的の 4よUJ!:zcある

r 公安部政治両・ :iiH号7土 (G) 29~H:-! 口

打ノ論品十了晶、I['~司ITIj't j宜主主正名古l倍問題~ UJ;:T:i111版f十、 19同苧!1.1:)頁u な担、
定区役引「皮革命鎮同 J、「 民有反J でf之Lつれ七「燃とruと投nを結びつけふ原

則 i土子1'0:会(ノr久総ム対決にほかなりなし寸る見解もある(北京法T会 '1羽於十i
手当治安婦 JT治目的技旬間~i'4J i-..1汗:綾芯~984年 b 訪日 Rきさ Wl)

日"見知・料品』弘前綜台治て主 兼祈解決青少 .d日耳、B'j恨不対策」お湖-

Wl口1J';f王寺毛布市!合泊珂的j叩論勺史民，;. (.I-H~日ーイJ丹、 品i年J フ頁1

3S' 本刊行約司J論!-l.I段涜まJ片手刑事犯罪活動与結合治.l]Jl1 i'会 i~l D83午日間 1~

二日社57(4<lS3)l2ミ5 :1221 



.j， 
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さて、もうひ Yつl土、党委員会指導下の共何事務処開炉いうや

りノらが指小されたことである。判えlよ、湾軍省議r:量市では1980:if:こ);lト

のような共同事務ゲJ早が行われたという刊に

院疑者をおまえた筏仁、警古寺・ ÎD、~・裁判所 3 機関は資料を陪覧し、

事誕のj日還に等めるハ竺当(;:¥よ定審しながら判官を行い、後記守{よ幹部を

派遣して五仰を若手台しなrら、許可容を J完治するじ??察が担「平戸、511占を

起争し、検翠が起訴するかを絵討する ぎC察と検察がliU々 に事件処ヨ

をしている Y きに、裁判所は経験害富士詩;"1)官を選出し、 んでヨて

のと証拠の審脊を行わて7、犯方で問主去の準備作業を行わぜるハま

た、平安が明らかではなく、まfl土 ~f拠が不足ずると戸 l土、

祭・裁判所が共同で事i元調査、検討、処収策を行う U そして、検察

カ起訴を決定すれば、裁↑'Ij:ïf;'はた工ち』起下恥人絵本を終 S: A. \:~-iιτ主し、

Lt限u)売れこfたし、開jミヲる。

このJうに、共同事務処加とは、 i速さやかに lかっ 正LくJ刑事千

続宇iしめるために、警祭・検祭 裁'i'iJIrfが守f.実千百拠のlhlで問題がある

J易合;土協力 致しご ~"iたを凶り、その後は、検察の起訴や裁判所内主主'i'iJ

(;;:各Idでj丁つ、とい与ものごある上に掲げた{，いやは!山一安対会が全く fLt

L号Lていないが、古手真のづko"やその桜の実主主から、当然に党委員公の指

導の Tでれわれたものと推i!i'Iされる。

しカし、こう: -f- やり万:主、中凶のと学界において、警祭・検~ 設予1)

1針。〕役割分析を実詩的に喪失与せ、 III~存!l、所J七 0) 甘D Tf_制約 0)原目:1:こ反勺

るものこ批判手jしている F:つこころが、最古誌の見解では、「市lt1t;を発

見し、主;見を提起し、だ:，，1 L、早め;解決することは 位の制約

は、イ十会出安ん、子守主J-吉 >r立市!I近tド~(.: t、う t、ひとつは打撃であれ、もう乙、と
つは救Tfであゐ j 炉主 める{

コ li' 怯体~)j~公 需接持己jT 滞陽市公検法撚11(イ投降公判処理 批重大半S1';'-人

，，"，公安19剖年 :j~r (じ[!I{-v.) ぷ貝 A

古川仰Jえ:三、 lこの|日ll Fぷ幻られるのは一致のみであり、制約:土主く、まんは、に

ぷノ3相百協力も詰るに及はない (沿手作「政lJ_、仏首IJt:Z'I'忽諸」惚':11割iFlJ事支jiJ
e;;: 1987干3活38頁〔原載 江海宇刊 f申込済社会片足) IS8'i年i 刻、)、 共判事務処

理を行ない、協}). -:I;i州を強出し、監督、知:JhJ を軽視寸る J~ {';'!J~多々ある: (JJ; 

主主相官号 JflJ n'~ 法不即言論-，11先先」 /¥主主山Illlt、19B5年) などーじめるI

~lìJ、 SI i 4. _'>， S~ .1188全



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 lr

ごめる l 仰にl いうロジ J クから、+"互制約 O);~(巡は 'Eてすされてし、るとし

われてし 3之、"

2圃2陪2 法的対応

以上の郊，11治安会誌で打ちili3れf二 重さにかつ速やかに lの方針を

するために、 JidiCi元日計もなしイ刊誌イ1'1訴法の切liJを手E;主1:':させる吋

::Jl.院修Tが、ひっそりと行われたけ時期を特定でさむいため、「施行後」

かどうかは分からないんそれほ、刑法刑訴法が1~-1';::;裁の円程事項 Y

iF-~める死ilU ~'I'"j 権を、全ι人大 l~'~会内決定に;.lj~づき高裁にヲ号訴すると

いうものである c

ごこで、ますもって抗~i~1迫 L てよ三 \Eミきことは、当時施行 ~J，! ていた78

年憲法によるど、かかるす法は達志こ考えりれることずあるす士わち、

r;-~] iJ; '~;)条 3 誌による丹、全国人大品交会の職権i 士、 l 窓口、お 4 び u、停を

解釈し、法令をil'1J7三寸る lとぎれているつ死刑前 "IIJ怖を 。
を法令と考えれば、形式的(、はfY憲と与るかし、たとえそ行イ押

するこ円ができ t~ ，1:しでも、与のよj容が事実 、刑法刑訴が、の内容を

1主党するものであるならば、法令に 4って法'tでl川を以止したことにな
るロしかし、伝法は会何人大常委去に法律の改正位|哀を与えて¥，"，ない。

この意味で違憲ニ立まえられるのである さらに P寸:t力11えるならば、、Ii法
文書はJl抗IJ !C 将ばれており、そjlが長たして定目、;15条 3号の窓!川:

おける l法令 lとし山寸守るものでめるのか1ら与え疑問である。

また、ごこで ひコそり」というのは、買は当時の 企何人民f~点火

会常務委只会公認J判 l千 1人3:H報〕を見ても、 ニオLI'関する記往がな

く、また公安o;(Lt.:形跡もな νゆ冶らである f そのため、いつ、どの上つ

な11)で死;III}I'可悼の委譲が決iJされたの7戸がすjιか℃はなL、c

しかしもその子がかりが全くむし寸ノけでもない〈それは、「人j部 .'t:[主1

1 牧人~':~¥土非公開)である「中主人民共和|勺lほ律IJ!争E性総収集成ょ"い

.)() 「第九次中 l ヰ人民iJ~:~)~十作会 jjit記官 J I)BS2年 月三i汗j 人民:liL1山4と

1 W1;;目。
(:y" 1;:}，1ポJの出JJ2:不全国人大の時十色づ=();:;:である¥， 1お年:;，:.¥U、が全フ
，.r，¥ 

rr"/，;-凶人民代表大企常務委国公公~〆は 1080;1 に li!刊されたばかりである­

'''11 "0/人民共~'I:[J: ;J :1-主 t~ I 中':1牛~岬釈な~DY:.JI (~-:-_d小人民州政計、 1990年 942--943 同

二日社57(4 <lS.:.)l2ミ3 :1241 



に揚哉されている以下Uノ2つの通知である

.j， 
l州 口元

ひとうは、 1980:if3河川イ1-1の'f:同人氏イu:u¥会計務長n会通知
である代半、通江;:土手くのように通1圭L'( いる r 守点わち 日}t，~令同人大市

長会l3l:_!J会議l土、門高が2月9H I 提出した提案仁基づき、 i]-\~ か l 治

安事犯に11、:こ従い懲罰を科 L 、安定凶長を守るために、~~月]':>日に、

ト誌のことをアム認しだο すなわずハ lD8U年内、「現行]の投入、百潟、

強盗、技火なこのH |々さ罪を;日|、タヒ刑i二処すべき事i'H、ついては、

長何人民詩;"IJiノ1 は省、 Éi白ジ〈および直結市しり 1~':*12 人民詩;"I)iノiÎ' ~::.そしつ才~tlYj

全長権することがごさる J、とぺつまり、作、減羽J土、トJ高(1)提案;こ阜、づき、

19BÜ:Í:~:-. ~月 12 はの士1"1人夫常委会13回会決 1 二おいて、 L蕊~I治山コ芯:jJ絞主古がミ死7吊刑F問Ij:;汁↑可

?権告手宇ト高喜裁止紅:に」 Z妥主F訣洪することがr示よ認きれたとす/ゐb切どυj

もろ υとつiは土、 19初年 3月1品目刊のえI"j裁 F いくつかの組主幻[税引1

lEにつし、て高級人f(t<:乏Jj所に死JTU(/)百十ロJをj主権ヲるこ丹についての若!

の長作自'J比定に|謁 tる通知」である c 本辿知IJ、 企同人1(1¥':}、大公常

務会員会 ['S(n 人大出会宇治!日サ.iA'*8に-u;づさ、:980..E三村、 1月 11Iか

ら、警察認が立'条ぽ配し、人民検察応Lが起訴しt 現1iJu)殺人、

技火、強盗、段ぷなとの由々しさ芥を犯し、タじ!Jjに~与すべき雫 1'1'につい

て、:主よ丸、判!日Îr，l"でに芥丙級人以裁判所にその司 IIJ を t~椛した J こ記すc

このl坪'"(1古川年三月 i利1:1ニおいて、最高裁が全[I;人大市長会の C[日0]

人大常会第10号通知1，を絞拠tして、すでに品戎に化)刊ず'1' 韮を委譲

してν、たことは間J干いないc

ここ 'C'. :~ r-j品目付の令同人人主委会j副主:rと令同人人主委会の I[以>l

人大常会寸与HO号通知」の関係がでR訟となる u :j1-o召が1>:1.:文ぎをHせすと

いうこ;を~(8!J、する資料iよ管見:こ及(-Jないf しかし、ぞ白人人J市安会が

:4<'， J古!7~r管 「中1j'jj-!Ju;うlila、通)J， 人tてιι」、トトぞ出版干|、 iu何年、)(;11託ム 198の

こ午2JJ 汁 とする なお、平法)iZは絞込 1，2.:-3.2rr主主moの 花氏弓ih計可
の問題iこ阿 3ーるえ定」の申告長を説明する廷に、 1970年 i月の全阿へた常12i~ç l~; 
n会議が決7忙しとし込べる (r:J，司於加訟法伴所有(:-1ノ乍竿 判決示 (j:;!案 1杓;，E
明節限J.J 刑法1T法資料 CI J ~ 569汽会l悩)ーだ/戸、 1979ザ斗}-127口付のリ¥

民日 tRl ょ、令ヰ人-/<'，'"委会 12~司会訴の記事中掲載 1 、 lSJW)年 2 万おヨ 1，101):μ1

紙(ょ、 Ir11) J ;) I ;から16J13回会ぷが始ま〆どことぞ;11-(-)"7，-; 草案説Lif-jC)ii引用と忠

わjしる。

~lìJ、 Sii4. 日片 1882



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 lr

i斗じ時期にわざわ じ，ÁJ手写を~.複して尽百Zf ーする いLは必要It

はなν、といえよう" I校仁、河TI(よH の文吉を 1~ しており、討にl乎ぴノ与

が N，なるだけと考えるのが自然であろう q したがって、 c111 1 から

善幸吉そ機関刀、山業授丘し、人民ID、主主認が起訴したJ-'1H-t;木治世を厄;11 cj-

るこ〉{よ遡及透hlシなる。

とはいえ、 IIJ寸訴訟法の寸i]j iJが、里一、ただちに院是正となゐわ

けではない↓。しかし今1:11の時限的修正は、その|付'f-rから凡で、「少1立

政策を実説し、民llJを苅止するえめにわさわさ設け勺れたlUI';::j裁に上る

化m存者育T~売を Jだ宍 j'0 :.こ雫 i:;:~ 'iヒさせるものである j二時.~(.こだ訟でu、
I現在、災日JヘI己決'[1:所l土 ぷの死)'IJ亨ftの:ij可を科目紋ヘI己決'[1:所に

;三権しているひこのことは、高級人民裁判所♂同 のタ七百十J宇件γついて

2*機 11<1 であるとレもに、手~If'b← J#~Ijl;1 でもあるこレを意叫、 L ごいるラ

:i-JU、だ務がf~y (;カA にするぞ己ノコによる庁、 r-t-: :1;l%人民及44J庁が杭~人に兆

jflJ、!'IJi党を|、した後、 90%の桜ffゴ人がする。被ti人が;訴 1 た後、 2

濡手続と予1'，川河;詳至子i売はひとつの手続~.:~叩 fT される、高級人民裁'ilj11i 

はJ:~~flj 1~1と緋 JS: (i )rたさを|、し ri主、 fl 決書の玉音{えの部分に、 最丹人j:(裁

判附が埼級人民裁判所に 郊の北川事件。);;~でを子主権する規正に -~l:: づ

主、ヰ:判決は死刑の';'iJi:長を tj-'VIIJする」こ=己十 "という 4う(こj￥沼ー汁1

亡いるといわれている u うま i人事米ならば~Ijの二子絞である、 2 審手続ー

と化JI可再審j託子続が併合して行われる上うにな Jたのである 1:-，) ¥ ~いよE:

2.2' : I木でも|寸係であり、刑事訴訟法実措法2条および4条(之、 公訴枕起を

{車{芋として、以前lこ公許提起のあ η た宇一件については:1I ìl、 1 義、 J:~役の中 i干に

つしては出合:五義をとっえ-とされていむ(B3'i~~:f守「刑事 ~'IT:i:式決(刻版! ;有

1;t1-f{;、 199911'-) 9日
"前勝芦 死刑Iji在校佐木論J (中国政法 k学LL¥版社、 19初年)山頁

実存告の裁判Jヲiを兄Aてち、!合、 主主 _: ?)'，'j垣間イLしてv、るJ.:ろである f司え!工、

fぜいJ， 人民社、問中[:l~:止、 r>.!、平:研究 11'Î'編「人

民法院索i列jiE け臼S2-199~1年合言Iノ川川U 事告 _-=J.J ('土コ t~iìt{;;IJ 出版社、 2()内ん~) 

:170 -<172頁では 1 審のタ10市Ij ~ÿ乏がすなわ tj タじ引を ~Twj Tω 五R:~-C-あ ζJてされ

ぐしる ま f二、「定J:~;- 目立ヨ殺ノ\来 l 国本法 1 ，苧院・出当人民よ市法予定編 I中

川|審判菜刊J安定 (1999'1"川IJ~審判条例岳(1[ ~ r kl人民大子出版打、 2002ザ)，1孔3

407n"c"1.、ど宮:と[2Ji¥に沈削れ一審車手続も進めたこ司lされどr，'るけ審の

主主ノEI::死刑珂可:1は，11， で為7") ，) 

二日社57(4<14:>) l2ミi ~12G j 



では[むこ為 ]炉呼ばれている)

.j， l州 口元

こう Lた時限リ!l、および渓)ijが死IIJ付王子企'H涜を死立:↑じさ iーとし λるこ

とはし、うまごもなかλう Jぺ刑事訴訟法の恨幹部分についての役更が、

般市民がえ」り得ない l主査と 4与えレつれる法改，11よって、 j在及j也JIJされ
ふ~ " ，-"'"づ
人二'-C. ¥'、ーノムベ、〉

長fなになゐが、 その~(jS:土令J"I人大'Rl妥会および長j;J-;裁の兵知からう

かがえるよ J川、業務処辺諸力がillc 、~*;:えの巾で、 j生ベっか(~: ~f:î安事j~1

打撃を加え主ためであ玉、4

2盟3 1昔話1年 5大都市治安座談会

2.3.1 座談会の方針と総合対策の登場

;t 1 - 1 か片円月コかな上うに、 1976年以降、す:~三件以、検~;.~件以、 ] 

存新受件数は多少の起{えはあるものの、令11、tしてu右肩上がりであっ
七ロ 19811:はまさにごれらがピ クに迭したイ|である(第4次61!H¥'ブ

ムと ν寸)j"て，'る s-'iη

ニグ)時期止りわけ月立ノ?のl士、{t=j犯の増加である〈ァト渋斌{全[fi人

大常妥会fL:予j委員会副主任士、次;nごI会=すする 阿労の?ノ (j)申案

を;え判干るF:7;~，こ、 J乙え式市がヰ:'1一第 11川半期に処球Lた者のう九、労働

改造施設、 ;fl'ii!t品;;-施設から脱ノlまたは制限満了?釈放された若の再1]

が42rえを占めた :j' と述べる、 (Jじ労働京d:t皮也九、者:，-:::，_tる犯罪も「ド]

m，と与れており、山崎0)\'r~11、寺実現が労鋭矯 11 と liJ 罰とを白百戸l に jx:jjUL 

"淀川誌は、化則前じj砲の古t¥("-，-の委主、化十tiJ-;f;，';ιの八幅増設J.:J~ (F:!::と~J，tJl
F のずy: -n を挙げ、\'，1伝的当初そこ~-.:.めりれた死刑制度心理念i土、そク)後恒

三の宮容を強いレづれ-c:ているように県わ;.';るのじめる J と指摘 qる.;1[-"; 
京事i.tj(j)也、法 ζ li(~型」ンム 1) 7， !'919-i} (l 9bL~年j 一生年主もIrri感℃あるr

切なお、この占lっし ，-c:_:_， ， : 1 1:--~行;之、「祖 j、 2J4l わえる êi !F (今止の時限

::ヲ終止Js よ ~F{:長::&01 年の死判~lliT決定を指す l が、王〉して最高ヘ民政院の菜

務処理能}) \ク〉小比}を珂由に、本 ít:~;c (XjヒJ::;: 問客室.~杭を;乙す}を r~1級人民

11、|誌に享「叫委弔L、刑J-11上w-i::i!";ン!、を令19:l同に災胤←jる主での池崎市dllhtと1.'CC 
p とJeJ均する:::!íi1見 ι士けれ~ ~ .R) 

れノ曽胤~ ;~汚/次而峰

13t-1 

，;J代 '1' 同的 1~:)f-H!-t 題巴 γ};]l jI司汁'収折、 1 ~-)~)7午)

宅以・苅J可1+(2) ~-;G浴日 n

~lìJ、 Sii4._'J，48H8則



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

」いなか~，たこ Y もさるこ Y ながら、ここでは、わず7)':3今月)いう

!日刊であるとはν、うものの、!し玉里しと者の'12%がけ犯者であコたと l、う

半売がその深刻ずがを物託。亡し、るといえ 4う労切による教背を通じ仁

犯罪者を良人:品H-~更 l させるとい与労働~t()迭の述念と忠実的「て惑がはな

はだしかったのごあるハそして、このこシ IJ他方において、先の'/'9{[オ1;

市治正会i誌でfJ ち/:::\された \t策で以、 ðn~r;MJ;Dに均止めをかけることが

でさなかコた?とを告院しよ)

こうし を合けて、 :981年 5月以旬、中央政法委長会:土中犬書記

処の承認を何仁、北京、文法、上海、広州、式漢の 5 大都 IÌn'白、安 h}~談会、コ j

を時限した。

ギ会設では、技法部門とはも勺(まら治安説fll治安 倍|宇jOっ後関ご

みり、以 p幻f千務を果よさな11才uぎなレっ会 ν ゐJこされたにそれは、:1:極少数

の殺人犯、放火犯、強盗3目、強ぷ犯、支3日その{止の?士会に円々しきf託

行を;'i(主寸 現行]の51!ヲド苛を 1)rきi泣き法!こもLぃZI矢!こかっj主ゐかに処

罰L、宇野R力不足の反象主i;it正しなl7ればならな， 'こと、 l三大星じよる

軽焼なi主ij、1i為を才J'--.itァ者につして J土、 Ifリ罰やてTj情矯ιに処さず、党全

体・社会の力に依拠して投手子・感化 .;r:Z[Hし、犯:J1=!を r.;;jjしなければな
らなωこと、を 部の F現行1の刑事犯につ1、どは、情状に応じて区日1ず

してX.j!1!ごし、ヴj 百!J~吾 [t- ~二処すべき者:土:;;'f~j，品疋 lニ処し、 J句現すべき者(立

+(0包 L、約百を科寸べき者についには!I'IJ誌を科すこと、の 1占コ Fめる

日ρ 京、津、減、布、己主立人域!日治久(用;:えにも，節釘、!.JliμJ法子i町、 2i

31.1頁iy下c

世史も ろ/、都市治安川をたで fi'Hi!とした I-U}:~のうち、最も市立Zなことは次

円;;，L;':であるど，1i，う ひこっ:よ、全党を動員し、太;r~に 1，，'j也 L て治!ノ、を管埋し、

l総合泊Jもそ定地よるこ Y を強読しれこ~もう fJ、炉つは、打1争力ィ、足お上

び打撃が速やかではなし ι|打撃 7二段 U芋羽生をJEIL し、悼~':J/:n，引:'Ji'îl ク)重

-I:3[;Jド???イトリ、に従i，'~立さにカつ述や 7) に慾2íH.. ， ðコ Jドt丹動内培:えするうえ(?~:(，二守一

昨 I:I(;}J::tjll:を加え、て7'をililiTfするよ λ決W;I--，Jるようはっさりこ提起Lたこと

高;:1-子h土、大多数の 伎の川二lエ 5: 1 主;)、行砧町犯-.I f~者を状況l 応、いて主主世 L、特

UH一言うジ字k:~!zr了、日記化、救Hi を支出ずる乙とを記l詞しと)とである持

病すゐ \~';if:q~f 会が μ 壮行治理~S~i! \1991---1992) ~法律出版任、 199G/rT'.) 3 

-~入手手未見j 引Jrj(人前贋 l 依打~I0Jl1l件審'Ji'J t:政液村'(~，J JI 2:-i自民に4ノ引 A

二日社57(4<14I)l279 :1221 



.j， 
l州 口元

こ才L，¥ 3点について (;.t、79イ1部，il治女会談でも口 lえされぐいたことで

あ i)、J支質的な変化以ない。 EI l (，こととし Jえバ¥ J、にや，ぃ置きに

かワ述ヤ刀lに」こいうテーぞが打ち山手れたこと、および「亘主;こかワ

注やかド」の討象t爆破犯がIJIlえられた J ことであるじこのほか、「主

ん事「 ハードケースについては、党lノ'rzc共同事務乞却を 4よーJti!L、法に
弘、、科目の織官を尽:すべ主tゃある J とい党内出℃の犬H寸務処剤治、

指示されていることも;寸け万1えておく〉

また、 1;:;真は末座談会におνミて、犯罪去す策および事件処迷のあ円みを

:えのよヘ;こJ旨刀、Lた

ま「犯df対策のあ i.:;hについては、ア4イ十の犯罪;止 r--1にヘI己内部で4

じており、大多数;止芹少年、 71-ヱ三労働者および苧どであり、三ま4(89)、殺

l労働者、農民、イ〆テ;)ゲン子ア、幹幻寸こυn:あ 11、 ー ef占らは
社会和、伴内素 ú:L 苫であるばかハか、将 l説、「同人組~ JiHi1f;宋印の汚を

うさけた被'i*;ずでもある u 我々は、 """1"ら:こ対しでは、 r高熱をもって、

ねばリ ~k:ì くさめ制ヤかに右議、救育、受;々乙、改造 L なければなっ辛い J

tJ撃や絃罰のみに頼ってはいけなし;J ~，-)':I (iJノコ:)，;Li: n~t文，1-: jD'~両し、

社会治安絵、台対策の I--~~;CF子 J 白をとりわけ強謝する v ここではlJLT下の主

更なI-gj胞は人以lサ部のl-盾であり、そ方しらについては教なを丞視しなけ

れはならないという考えが示さ引ごいゐハ「J士官 ~~T とする J )j{nが改

めで :'1主~，{~，されたこ l になる一

次J二、ポ件処理については、有罪基準を引き l、げる 2つ乃亙沢(::1TI 

fii'11基本ジが1了ちμ戸れた〈この考え口外(止、 980午2J--jに烹カ丸、主

主を世主きした時三仁すで;小されていた叫が、的γ2つめよ主フド」

l 爆破犯が手?λi，:1、Ji十幻えられ土背景2して、 LU':'H行は「目。午l()月29[]の

l己京駅t~口市子れがよさく記饗しているであλλ ト指摘ずゐ(七i1宅t主け7)つl

R苦手)詩人
， :;j呉川 11ノI¥.-:!Tt向 o'i(-相談会円九市羽J(108年目だ216、三よ日、 r;j真1_JI40(i民J
，.J' 合8C1{I'2 !J 1 1 にか真が広東省および広什訪の霊祭・怜察・裁判所信勤扱

告会にごとIg'Liι 関係者にその考とを示 L丈のが長引IJ-C ある〉ぃ〉、~:t)尋 問

於百敢干JJ 孝生;合同争中的法律剥出問f~~f内向:iTLI 暁tn主J宇泊同士1ji害 13" : ，)買わ
なお、その発川安につu ては、彰!"r1ノムjム烹右足J!什1iT J~l全法枠内会 的市

話安 t江」 ¥19(1(J年 2f，司) r=岩手~- ~ 1 21ヨ買を照

l.:.29; ~lìJ、 :)1i4' _'>'4(;) 1878 



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

が指ノわされたのは不用談会が初めてであると刊される

:ぷFニU4そのヲヲ容を、 呼気なえノト正技;炉あ:}、主本[心持村、古川4っき
りしていれば、判州、令 1 すことがで万三S~ ひとワの半1'1 で綾数の罪に及

ぶとさポも、一行な犯罪手 l おの~Ir: tfr~が時三Eであればハれ決を「すことができ、

各J~ l:j'~-: -;rO)犯行f てを細部にわたり li~ らかにしな !ìればならず、各社拠

y牛?で子;こ人れなければならなし Aとの会 I土原めて悶離であリ、また

郊の双葉的なものは淵j況にこって何のしとにも υ たをい」山 l と現~)J-t る勺

要するには、{え繋にこだわらず、}f本的士事実力ミ明らかで、みフp:~J<)な ;'J 卜

泌が確かむあればよいとい λのごある在においては、 ~j!-レト f~S 事 dだ

がむiらかで、恭五的証拠が吋Jかであること J とテ ぷイヒされているん

有罪と認定する基準ドついて、市j弘法に主主定はなν 〕かL、lO()条

は公訴提定~C)品半として、 F犯罪事実がす--;:' ~::明らかにされており、 âiF

hi，である乙炉くを求めぐわり、やJ九は 般的にやJ条を採

用してぷ:当i'-之、定の茶1\i として~ ，る"1にえは、 I.，j、められる祉問の桂皮 xま

たはその基準) ~土、科書司的兵実ゃある r その λH~~土次の 2 コでおる υ ひ

正つ;土、事什の事実、情状がi明らかであるにこ止、もうひ正つ;土2よI叫が1在

実で、 i分であること j 苅 l(カ yコ内はJ除、JL) という説聞であるu

， 18fJr事実が「ご(こ明らかにされており、司I1拠が総A支かっ 分が有
罪認疋の基準守あゐこと宇前提として、 Jj-Ij訴♂100条と彰三一発育宇J己較

すれば(表 2-2参:刻、五ヒII)jOJI人j存お 4びそのど、めりれる程度刀、.j!き

トげられたここは I:H.天然としミえよう，~-口この泊、味で、 これは l 有.~~~

募iif奇引持 1げる」と込べたと解宇べ主であるつ

~C 言;~~，古 u掲注:日) ，+()日良

必 r;ja宅十組i'~IJ 右訴訟it'了 1 (i¥:!;等教育 U 版社、 199:1守二) ~2ト 2.30 同 c

ただし、中1'1の立与l!-(.おv て;ム 2つのfitノド」が有界基準やづi主下}行二

か苔かにつL、亡、なおす川、がある 例えば ま?やj選 E 工雄飛，"両i国主4Cラ
抗十ト証明研究 荒論 錯来、"~告さ主主 1工 手口“持与を出ぜて U~?;!-定，厳tT中

的法律与孜策流用、二二、ド 11刊;TI]梓重的根拠 業論 ι栄子r" ~文法論J曹三 iìC~2

守二 2~J!. 同諸栄・ :~i毎~< : 2v-'T-来':'1'1'[1;下F¥(:J;定的凶制研究.1 ~)川ヒJ了文芸ミ

l二山13) など

二日社S7(4 <l4:J) l277 ~nl) j 



表2-2 r 2つの基本J と刑訴法100条

干下耳1.1し!\)-:::~ 2つ山込ぶ J 必¥会門)

58;)1'与手当

iiJト』ドばt'"で

[jii:把が十仔

2.3.2 法的対応

]~d[ の}七木 é'J 下尖

込本干すとよ咋か，リト川町 1 内?でた，~，:斗 4、 '1')::1ト仰 I ，-P"

なノ

.j， 
l州 口元

5大都IIJ治安阿談会を受けて{丁わh/こ主主:J.υ}~1::0':さは、;クこのフつで

ある c ひとつは、土1"1人夫常委会が19i)1:ff(-)耳lOUに制定した II買労の

決定J (同年 7月10 施行)であるハもつひとつは、河rに採択・施行
された全|ト|人大常会会「死刑事件許可の問題¥，~謁 1 る決定 (lJ (，、「死

刑百十ロJ-;)!..定 j て日?ぶ)である。以下、限にそ(/)内刊を見てい乙与、

111'J引のは疋

木、ノ訂正制定文lおいて、「税イ上主 fT市安\~:U J々 しき足許を反(君-，t-'dヨ
コド者の r;-lで、労働さえJ11L給設、労働矯止猫設から似たし、または!P朋Ji前f

です，m主犯託Yを継晶:し、何度注目しても改めない者三らが抱当数に 1-るC
11会的安宇維持し、ヴifilJ改造犯と ;fl'ii!Ic品処分吉l対 fる我育改j註や

強化するために、特:こJX:、の決定をする h車九る そして、この判6"

を4丈了見するために、木j失礼!よ j-:.:こ);lトの 1}.~:7)改 :1 を千丁っとc

fれ 再1~制捜:の河口主

JIJi士;fl土累犯Y関するT旦ノしはめるが、日 仕むま士見とされていないコ

イ災創設o;(Lt.:再犯は、出先と比較すると、要f'Iが緩和されており、
またらUY0効果ち弔くなっている。

5只 ?<j札l土)!，:-I--Aなるが、 i→Lt;O)実j芳界およびJ手界では 注実争基志~(;t_止拠

であると理解去れて 1 、るようである(段 [;-'J検 f 刑事 m"'.J~に恥しく J 撃を仰スる

謝争}おける法律の-?，咋I内送}誌のおj-(打出!退仁関する存保J:;984年~ !J 9 H)、

単紋二ド編 If'J平副保理J、研凡h了述 (Ij'河人以ノ'i~'ii:-j;:. 子什1版什、 11}旬汁}飢--85

E、詐"ff尤・雲原ボIr問於開反“最?J'授治副手汀行~f十て、芳厳1T r土コ !"rJ 出fキト

与政策演出 I 1 f:G ttなこん

UL ~lìJ、 Sii4._'J，44 .1 1876



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

FlJil，が定める出犯l土、 '-j 1 ;見 Y特別井?H

( I"Jij、62条jに分げられる'.'iDコI)ij-/れよ、 liifm.f;対日ともにj!i1:己犯であの、

月íI5~について有明主主役軒以「のYfIJ i~lj (:.. J，正L~i"られ、当該illglj執行完了後、

または赦主3年.u、内l、有司Wiちが支JIJJ"~、 L; 社j 、11する後犯を 58すことを

要fl.レするハ佼有{よ、前31.絞jはともにIぇ静命のきl:'Cあり 3えすればよ

l. -'.，河ずの法的効条;こ涼いはなく、 こもに 'ifiミにj川〉て処罰しなけれ

ばーならなし、J

f~出 JJ、本決定 2 条 2 演は、労働改iと犯、すなわち拘役jfl]ぷJ. rlご処せら

れた芥が、説/~後または njllJJ満了で釈lj~i麦、十与び~W を 7目したシき l土、前

者については r-j主主 ;.:1&.，て処罰 L、ま t:.~ま加重処罰宇る J 、 f走者につ

いては「重さに?とって処罰する とFる 本規定と一枚累犯との要件而

k おける jf異i士山、|、の 3三vとある す主わち、(1) r主jQについての日
間I円制約がないこ炉、(I i ) 故累犯の前JZlrt l有期懲役!iIJJ以上であ

ることを必変こ宇るが、本反~(土 I 拘役耳IJ 以 lであれl立二宝用でえるこ

したこと、心 1 "~主*J日ぴ) 1;呈!日は F有別法~1主 J; リ ttJであることを必

受とするが、不胤ノ主i土庁IJ;]であれば適用できる 1_:1-， i:' ，:.::. :-:、である IGO，:

また、その法的対共については、 1~， )tl:ええの再犯について I 加き処罰 j を

ご、めと点主挙げることがで主る。

このぶうに、丸ιたたは)IJ;ナ)-IJT~の累犯ぶりも込用丸ト象は!ムく、またそ

-，c，'点L首位十栴 t刑法Jli{埋ヲ実務 l肖苛?敦台、ih片足千十、 1996::~-) HlG--ll:S}i， 

fA.1 JボU;人ljよし 1ても同様である J な心、ナドUi!、規定は以 Fのしおりである

I 1，朗然 ì2:: j:) 上ぴ);I-IJ 罰を 11 い波された，1)罪与が、1"1 罰Wí1:h-~"':または約:q， J;

後、 九一司勺ス|勺にjfiJFi;則懲役JjトのJI]罰を 1--1し、;P;[すべき:)ドを犯したこき[土、思

犯であリ、主主に従って処罰なければならなvミ ただ 1、過主犯罪はこの以

リでない」 \61.;記~ :IJu 

「刑罰軌1j'c;t了まどは)，l~，t~( されと lλ苧命分下 id.、いかなる Y さであわう Y も

PTび反キ命の!iドを，mしたときは、 ;fllをもてI 亡μおじL;
代 l なお、!:、I1烹太r=;ttt1t中;;]J)裁判とiL 成凡さ工、どOO:i三三:. U4--~n)_~(土、 12 
~F :~~ I牧草犯に限定されず、過失犯についても迎f;]:，，~詑とある とする fc容か

に jt 丈 l は lγk;t(j~υ いう摂定 ~;.t ~~い)主戸し、本決定の争議説明( I決斌町吉iT

掲注~，j2) 5í;~~ 湿布)は、 h長引を;丸われに|以前「ゐ ζ 明示しており、まな最古

裁スタップによる"!/メンタ hノでも故意 j~!' に 1!.~~íJ:ょするとされているため、安

伶亡、故ゼ犯に 11J1'，;二%れていたものとほわれる \J;~J :i(;!.湾前抑1と (4L) lt)~<R) ， 

二日社57(4'343)l275 )むl



の;カポも~.い;J羽目制院を刈設したのである{付 r

労信矯 11と1:11言jのH等いJ

.j， 
l州 口元

本決定 l条 2Ji:l1 fつは、 労働矯lt'，彼処分宇;が矯T処分解除後3午以

可ド~を犯し、まれは説72:t主 5 年以内仁罪を犯したときは、主主ト従っ

て処分する i〉する オ現主:よ、 11{罰ごはない労|刻矯正についても、込

走らこ二年以内 J と L 、う制約刀斗~1' ~ J J;Dえられて川るが、刊十日とほi'): 1. ，:.j.告の

要件の fで、再j止こ同ド< c三主主に従'-，て処分寸ゐJ とする、つま日、

労働焔 iも実質的には「内犯」のおf*~，下人れられたのである l こうした

抗情 l土、当時、 [j~政強制措声]であると子主将づけられ、いた労働矯ιが

甲J詞である労働t:!zi~i と同等+li されていることを小すものといえよう("，)。

|抗定結または手当復IJ自7の犯罪に刻するとrlj~IJ説化

本決定 2.長1J::;tは「労相VJ己主主犯が脱走1~ また界を犯したどきは、重き

に従v¥ または町主処罰ヲる J 丹し、川口、;こ規定のない I加五処罰 j を

創設した(加重処~'i!こついては1. 2.111参時とi去の再犯といった日

:土極めて例外的と吾、わ札る守f.出がわぎわさ規疋されているのは、、1l

時、半7獄や労働矯-:Tb缶詰'から脱走する告が非常に多かっ汗からにはかな

らないυ この 1年間(10801:1-を指す)で脱走した労働改立犯し:、全庄

で;-)fJ人に|り 'G3}、また}<I~~市で J土， 19以){;;8 ) J、|脱走しとγ;fr動矯正

被処;子若は!"71;"C;'、収f，~さ礼ているヅY~Jj~吾 lt' 被処;子若の 16% であソたコ

19日1"1ド 5灯、ねたした労的傾ムL被見づf者(土 I1名に増え、当時の被以下字者

1)22%であった (;1'，といろJ信捕から、、"ICJ--:jの脱走;I);;兄の{宗主:1さをうかが

うここがで活ょう'-，-，)

わ，ト決フr~ú!'{J:;走 1 お(Iる黒犯 l特に 般票犯)し「で::3l!の話料に..")'y てli、小

1:' H上か汗細企分析を行っているため、lriJ論士を安出されたいυ

出 l 小[""1• :~;ト FZ J'L，111耕l久 T)j-IJ事政坑内桧刀うf祈.JI ¥中 ;;J以iLJ.¥手:出!;在京、
2ω三年/ 一5u民 h

n:O) .t立平)~:tt: . jl欠場清 |順1r+~日~ -1 U地てi'-l i'7'i条'ケ下 5l:~)ドう対策~ ({i.t尖1111液社、

]術品年) ;Ll頁日

n 1: 大鹿市誌 03951 

些察lγr-#~ x ~司令戸|労働l立造業J怜会議~:[~要ー I~1山I年。円 98)に4ると、

1 :)8i)イの全hJU) ，Q;~疋主 lよ jji['(i 比 17%j~、前々イ比1情 %J吉であり、 1 fì8~ {j'-..Jヰ

JilJ:主巨年同期t凶9%であ)/_ ，L いう L貝十、却な数字は/ド切)

l.:.:n; ~lìJ、 Sli4._'>'4~ )l 87全



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

また、 3謀::(，よ 労働矯止彼処分J号、労-f~J改造ðJが古発 J号、絞中高、関

係寸 L勤務人，:;:t、および迂L・犯罪行為を制止した幹謀、大取にkJして

凶行報復じたとさは その ~IJ :.， f二犯罪行為について法律規定に照らし寸

主主 Y従い、または}JIl主処罰する」とノしめるにl ここポも刑法!N，('，~ どめの

なしミ DO玉止処罰 Ii)>'規定3れている。字社千互n~~-C'行った犯与tl: こ Z了する-;;ìJ

計百化も、報ぬhtJ が~ ¥'/っとし Aたからtゃある。ここでえ体1::0な数:-j<を

挙17ることはやさないが、 4，決定のv系証別では、「ミ見 (I 市の進法行

ノ弓ー 犯罪，gは、己売省、被害.g;む上ひ以i牛を処ミ主し J 著書祭、検祭、設けl

所(l)~義民と役らの逗a、活動を，，1，， 1 しだ幹部、大弐に)iJ てす|気じ

みた附行斗H見を千千い、 誌の勤労大取が犯主活動ι大:1じに政争できなく

なって五り、はなはだしさに烹つては、 r詳人が恋人を送れる」といっ

た也めて異常会現象が牛じている川Ii': 0)認識がけ、されており、 tC弘i現
象。〉深刻さをうかがうこでができる。

河人民の主l'.i~からの|拓政

:111J労人員げf:w.!J改造l~石」ぴヴj 倒矯正被処分者のit目、}宇社会から院

l枠-4--;~， 1:めに、本決ノ土ヌつの抽区を定めるハ U，1: .~):'土、日良市:]:l主留J ~I}主

制主出場就装]であるυ 強制残留」と;士、 ;IU期満 t{iえまたは労働矯止処

分JtA間満 f後も、強:;;1]的に耽絞または労働言語正出設に留め、そこで生活-

J4t来三せること存指 t"わJ ピ ;jlJ却jがi荷了しても釈放えれな， 'のマあるつ

州iJiHt-f4;i可のために法定)[IJをめ、まf裁半'J]で 体河のために宣告l司j

を決lとする 7)か、という H~'7へ []'J疑問を4 じさせる c

本決定によると、南労人民の再~IJ は j幸いけ条 2反 H昔、 2

，~:: 2項人¥ij:. p-:-fjう;人口走、改めて労働矯 l処分仁村されたときは;卓宗Uと

しと~ 1粂 2J民3J段、 2条 3)~;.主段)、また(;;i) f;;'l相会、造のお:が認め

られなし h労働し:Z-j，i!dR (2;ミ1Jfti も強制残十iこなる以でし、(i) 0) 

場合、「百'J'-5lLが労働橋Tであったときは、「思想改をの後がf{tかに認め

られる長」以外が，rti!liJ]y'主悼となる)，いずれも別訪1).労俄焔， 1 処分を終

1;(-) :'.i~拭前夜jj: A2} ;-)/'O頁U

山 i京市jy{叫釘0)千;'1壇l'ういては l政治的格制チ主，童公れた主以外は公民惨

を有 Tる刀、互主廿改EEを実行しなじればならなu 経;i守的\:~. :J阿 l 業務:~.i，よiI1I

じ報開が実b也される J されて v 、る (:nJ J::.'~こ出:幸 E司

ポ;詰57(，4<14.:.) l273 ~l壮 l



.j， 
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身列こする危険を 'fJ-んどものごある Yいえょっ とりわけ (iii) 二全っ

ては、思想改造(乃跡が l らオLる という宍質的判断であるため、

;3j日的に運用~:;tしる危険を刀Jんでいるわ いかも、強削減符するか再かの

よえどは、裁判を経ることなく、行政機関である労働矯古逝長口会じょっ

と行われるのである f

なお、本決むljIliq'-f以IIIJにおいても去lilJ者については、月足j主鴻闘が終了

l ても L~，~(こ姥留させられる lすぷ J 場合もあった{幻十、「 校残留」

と l呼ぶ丸刈心しかし、その対象 F土改i:::~_\慰が t くない昌や知るべき米も

なく利くべき仕訴もない有であり、服役終了後の具体的状川を判断した

での二とであった。 般残T17J 二治久会jij宇のためにfm~定期 fして

h伐切させるこ νうLI均がイytiしたことはほかであるが、ヰ、決定 ij 

;f::よび (iil め仇う:二-Jji:亮・裁〈二Ht:(:決まるものマは去しま工労働短
正被処分苫はそのj~'-H{ではなか") t:山}

もうひとつは、都市戸籍の外出であるへ本決定 i条 2n[:3 土、労働
矯正被処う子古」が処分肝~~f迂 3 主以内または脱定後 5 主以内 l 内♂到t長正

処分に十lさht-にき;土、都市計結をJA，;日できる、と←jiら。労働矯正被処分

者ですら都市ロ籍点吋まífí されるのであれば、バi然に労働己tC;~1犯につしても

都市料が弘治されるのではな刊かと ιわれるが、本決定には本条以外に
都1:fT''''.1籍扶?円寺ためる条止はない J したがって、れiiji I籍抹消tf立は、

こう:-f-労1勧告詩iL被処分布ーのみを対象Yすることに毛るはずである"の

こう u二本決¥l:じリHl川よ、恥撃力不足を足~ iI守るため乃罰則強化、勺

t，'只ノ平決定以引における[匂場民業]にワ1-'ては、 llll[l-jR"fT1I1I阿における長
日-(í労働の現状と医~，J':;，、 l 法政J~論犯者 4 号': lD凶年)が;しいn

6';: そお、本j夫疋制定夜間らなく配布された:~~:;-1d:r5 I Eh 8 ι全国労働~:clS:全 j完

全議長t要 l では、民主IJ略法について l確かに i，~X岩手れた村に勺 v 汁♂:ょ!主只IJ とじ

て元の!日:行地に惜[てもよしミ」という jJ針が1"ち山主れアいる投制残留であっ

ごもLZjD:-'JヘI庄が良!I，:ごあ才しば、計ゴミイ及川が日j詑}な -， f

7l" なお、本氏計三円平案，~E明には、「住居がぶ '11にあゐ吊につし h ては、さ Cむ;'.に:本

F人、0の〉者抗:;'f市l'了汁寸籍をを:J作烹?消肖!し〆、 4幻l山λらを直;法去-J犯}日」山当1)~出叩1日J 動を2容手与持J占&(にこ1えなν、巾H附リjんJ(にこ移片民三!しJハ、
労倒

ι胡都1干布打i帰してはならなしい、"--， 【王湾匂汎¥. I前町#掲司i仕士 (付/イ1巴~! 570民の柁があり、 jJ 
働改造J日いついても都 h戸籍休刊1処分がFたされていとことがうかがえるI

~lìJ、 Sii4._'J，40 .1 187Z



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

なわえれ撃の強化による犯罪の子約、およヴ)山す人民を社会、 1fiこん-

+1都市から洞離し、t'imO)機会をラえないことに4る犯罪の下防とl、う
己点l集約することが守主ふう i7 ~ 

そ Lて木;えには、次の 2つの堂氏ドおいて労働焔しそして川河l梨

-，f8~ な性:i七をもたら 1-- I:~ 。ひシつは、罰則強化の 契を担っ労f古橋正の

実質 '10;1 リ河 1P，の批筏であるコ(l .2.~参照〕の ζ うに、本品川以 lí'l

lこお， 'て、 7J1'刻情Tは刑事処分に~らない苫 lこもH :6者 h訟のみならず、

牛活の術がない当に対する史主流!"':¥.1:'う性格をも持ち合わもので

あったJ しかし、本決定に t~! 労働'~~正の J五質的川罰化が進み、逆にそ

の5f'，I;乙援という位怖はノ<:IIMに後泣する二とになったc そして、ごうし

たitメじまその後、 1982年 l円21rlに医務院が F淫Lだき祭部 労働矯正

奇¥1;，悼法 ¥ ，~上り決定つ l十られたのであったn すノまわ丸、本件法10';長特

!;.j" ~，土、労働矯正のよ~-.H{行為汗して、京が軽微で、iI日宇ν処γに王らな

い反革命旬、子、反党反転三:l五分子、 2ノ;-iA一党を剖ムんと手2:人、強謀、強姦、

tY.~くなとを行与犯罪ゲル']において、}jlJt処刀、:、至らな ν3 老、

完ヲ午、窃';;;i:、計士;な ，1:"(j)主・犯宮下1i!告を1jい、何度諭してもさ主めす、

)1 U苧処分}ニポらない者、多野:を集めて指呼し、 lJコかりをつけても

め事を起こし、またはr議ぎを煽IjiJJg一るなどしてよ吉安をiそL'/、刑事処

う〉に至らない者、 Iお職lこ枕きながらも長期;、わたり '/J働治し、 jj助

国uすを，~x:り、 L かも絶えす出111 なく騒ぎを7包こして生産秩l手、業務秩1之、

救右ザj't~1主序または斗出役伐をよL '/、公務を妨出し、勧告または嗣

I1を問主入れ 1にいまC' ノi01白人に造法‘犯罪行為を教唆し、 fll号事担日旬、にさ王

レつな v暑苦の G，1立を乙めるコ

ィ、排iJ、が定める労働矯正門対象行為(l)j十世主lよ、 i卓iJ、・犯罪行為を干Jつ

たが )1111処分にでらないきflとl寸 1，1に ることが¥い主る c この

漢斌 J止、 jJhJ労人門会大・中汁J 市:二y.~さなく，たことは、 軒町グ)治安え

維持するためl'J人JZな:とばかり沖、またァマろの芸(':TTJ~/'五日2 させないよ

うにするこレがとき、 その教育己主主!iiープラスであるJ する(同 ι入ここ「

は 見、救守改造が1fT視されているようであるが、こう Lた措需が、;1'lJ'ヘ昂の

教1年\~ti~に結びっくカニ与かは影ゎ Iv l'\') ぞもでち、 ~j;聞のふう;こ yよバ 1~.H7J、年

〈、まり"!，;!:や労働箔11施設から ιつ ~~i:走:(íが多 v 状i}:グJ下 C'!よ、と己 L 干 l.:fーから

悶叫LてI可53させないこU 行円抗争杓締 γるためのう主iilJである J忠われる

二日社S7(4<l3D)l27l )三Gj
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点、 生活の術がない苫J を l 円活する人間に改造する j こ〉を 118sの

ひとつとしていた失礼とは異なる 、 JJ:工字詰f ;J~、 r'T\L::.の労働矯:1-.1よ、

処罰!の側市がよ中高に強イle戸礼た処分止のである己 J

もろひとつの変化は、 :]1-0';;'人口の千1会からの阪離がもたら Lれもので

ある y すなわち、 |品j労の決定 が定める強制波留[よ、 r';lJ労人貝の社会

復帰とし h つ想えてを拘げる，~働改支えノ 1 '1れよび劣倫溺 l を、「実質的には

般会t 会への復滞ヰニ枕棄|た「布児 ;H~t背へと主主~;<，させたυ

そして太決定公布絞、北ボ市では l党委口会の統一的指導σ)，、、著書祭 a

-裁判所の 3 機関が関係公野と密てき;こ :~1i )j しち強んな政治::I!~l:.(勢およ

びJJ、認なk官l三千J、教でう、を展開し、著しい成果を挙げた円ト句までに、市

全イ大で 1 万~J7(川名余りの苫が.;rTtrに肉jJl;'j、各種のl問題おJひ子がか11苧 3
万:3400件当，;;引具し式。 市外 l 干脱走しひ江主())97 以が白_T:，éSに労働改~

労1重~t常正約百むこ;:;:>、てきと， I"Je十に、 E見走15もノJ百lこ減少し、

公布前の'10日間と比べて、ミ 5拓政;レL..lこ(~.~といわれており、工決定の改

正が高く計 jifflされている υ こりわけ、ので見た都 tn---r幸~lJ桜目的土り果古'-;;'Lかう

?ょうである仁「今、花々のよーるべきi主はひとつしカない、以前のj邑ちを改

め、新しく生まれ3之わるのだJ、「判りれるのも没られるのも怖くなしι

都市， ，絡をH、倍されるの7川和 ')1，この決定を凡で、背筋7;{凍りついた J な

どという古」もいたJ ヘ以前は、短Yル11，ゃれJされた，)、 '}J的場if処分に:寸
きれたりするのを正月れないJニ罪者もいたが、彼らでもj己尽主どの都市ーから

ー、 ~:~-J、:þ、手術"ノ;間投資制J.D? i:~Z 品問点日r)に 1 法戸市成折、日001+) iJ8.tL 

陳興JJ.はこのな f~1 ヤ '-j;.- て、 1 治安ド芸能が tLl主的 l~!L-h!_ や L~i めて，'る」 と日つする

(11-ド1+1ヴJ制攻義制陵台!I党 以刑事以治為祉買:Jt出他相 .1辿円良白張料配土
編「珂'1"う秩'1 中ヨ労僻J教主「日I;!史研究ュ U)湾出版社、;ハコ0::年i162.頁参円、

また、 111ロ亮「中国内 1政拘禁"Ij皮己主主 '/:'均投吾川度改疑的議論に院.(:_~

，( --: JtA'，Zil、'7'38岳iせ (2004'千F)ム03--10:)同も、文小銭;労働i需':'(7)治

安位和機能」が三らi突山したと指摘寸る J

が :_:':1[1 ，1戸行「労 ff~絡で亡の強化"人揮の危機 '1' 阿研究月十足:9831f (;号 lS}--L
なお、この指i才i~J (三労間清王につ、もてのもので，::t;るが、 fl， ~γ目玉、労働を :ìEiじて

真人 [UJ に改Jやするとい λ 問主主が耐われているつY@!改印刊についても~2-当する o

'-，1)今鉢・悦玄「白出執li'; I ÎJ;)問題 !ni~~'L~ 苦fc:心Lトl 肢が、 19S2年 1 65封。

〔汁 貌j記 号τj呈;:.-1.:，:討をバ得、軒抄~1' ;']jt?犯罪活動~ ;'.:J.ミヂ持，，~:1 ~)x 1 ijド，1HJlフ貝

~lìJ、 Sii4. 品、 1870



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

離れるこレは;~::~れている J わ l レい J た指摘は、この点を強く三つ年とつける、

長j去に、木決〉円近キゴ性"/)~r:P:践を栴I::j しておく記裂がある c上 ;-'\C) ように、

本決定はと何人大常安会が制定じたものであるつにか1〆本伏定1;1 刑法

行どの黒犯よりも安イ斗が綬ねされ、効粟も主くなっれj件犯、 lJ円q満了役

も釈放 L ない投信1，筏t必着問などをぜj ノトーし、 ;IIJI去の|ノ4存を ')~rF守山Jに改正し

ているコこの点で、宇7ドi人大常長会O:;，j表民を『命政していると与えられる口

[: 死澗才l"'lj決定

本?h~Jτl土、 lDSleI-tーから1DS:jeI-tーまでの問、殺人、 強説、爆破、政

火、町羽浪人、門水および交通 電JJ ijごとのZI仙波法の犯罪について、

①高裁?Jτ終詰ご死刑判決宇 Fした場合、中裁が 11有ご死刑判決宇 f-i 

被古人がト訴1:1:す、 i~~裁が許可した均台、 r忌 I'~';裁が L 審で'iEifJllJ決を l、

し、被青人が上司しなかった場合のL吋Yしかに設さす ζJきには、nlJiF. 
jflJ訴法で定める以内放への死刑罰 J中請を千7わなくてもよいとする。本

決定もうL注 (2.2.2':芸照)の「全国人民代表大会市記事?を員会ぬが人大

常会 I告書10号7告知:c ，': lfij lく、会[fi人大常委会的立法権痕を総延Lてい

る点でi主主，，("あると考えられるし

1γ 杭はヰ;決定日一択の::.:W.;...ヰにつ1、亡、 j、路次の4う:こ;克明「る，'白。

!:Ijit . }l11訴件がタ1'，川許oTi事手最高裁 (:W.緩については高裁) ;、浪記

したのは、「也、殺の1Jf5十を徹底寸る).〆もに、文I:;j期に生乙た11lz・

-C ")コ上:，1". 誤判j を1砕けるためであるコしかし、 1979{f 秋から ~fr)釘が

企くなり、そこご企同人大常妥会はよ080 -f:':の i 午問;ニ現り、死刑 ~fl' rIj 

権を高裁(-~ 4i~ìt した U この拾笠は、 c[現hJのIi'J 日l伊豆ゃい'tJ主主

7九~Ij山蜂 I~氏主倣依iHt亘従fì~8S方針 討、宇舟誌198.l~ il ;t);IJ 8 ~- 9頁)

" 中匝?は戸籍はM';'I-r戸籍F民l'戸手作にすけられごよ;:)、戸綜h より生i舌・

令会保障山"(C.丈さな追いがめる。ヲ Ij:h !:)、都市戸籍ぜめれば就職ベJ年4古吋ヱ

|埠きが、|矢崎、数百、 円引などの干l会f!t::;>;;:やIJ";i率一定f!1された沖、長村-('土「

うした 'T恒い社 ;'dl-~I~~制定は枚楠弐れなかったJ I鈴木賢 l

見:吋ノ's'*..壁一島半夜幌、 '1 ' 1"1の朴会巴 l 阜祈 111大手 /1;1 と反話、 20U~年} (~2--G4頁参照0

}I同部分;二64間人そのため、ぷ日，f."籍をi，[，れーする誌に コては、ぷ日，f."籍の

Jお古が脅成となったので品るl

ハ プヒ撲九L有将司 {4::;'j ~メ〕ぢ， ，汁目立1"

二日社57(4<)3l)l反，9 ，1犯l
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を !n え、 1~与 I~ 有を実J出させ、人民を数百 L 、?上会治安を絶好すること

にJJ'-て積極的な役古1)を果たしたい現存なお~fr)土柏身、;よJ111~l 花々

は、ごれらのIi会治安に1:1々 し方危宇長及lます「現行]の刑事事1'li止、

す{Ó'H:")イ十;i:~ははっきりしてお :1 、 ;1 拠 l土 f千三Eであり、 lil) 注与 Lこ

とはないと考えl:..I ま丈、当日!の状τ兄では、投荷主えがう、てのす乙J)I)許l

可r--;--i請を処子唱しとし A て;土、 ;:1~.>¥--かにこれらのにjJぎを如えるここ

ができ tL'い、と

つまり、 19何年と 1")以に、 EZ 品裁に死ffll~-tnT繋浮を士長以させることは、

l最高人弐裁判所の負jJ:iを均やすばかりごなく、 JP，'il':こ茂やかにJJ羊を

加えj十会検l予を維持するのにもマイナスである"，1'という認識である G

最高裁の負担逃多については、同年目円 11)1に最高裁が山lた斗、決定の

組iI見1:1ごあ t:~ ~，通知仰が、 F これらの事件(本決定が死刑!の許 IIJ を i凶裁に

した事1l)ですでに最高人えJ&判所に報汗したが、なお前日jされて

いな ρ ものにつρては、い9ALもf子高卒E人民よ丸刈所に斧しi元L、f干I士J級

人民裁'l'1J:Yfが許11;し、 ......Jとしていることからも明らかであろう υ ま

丈寸司J出主:1から、本決定が遡KJ直日きれ、いるこどもう了かる ('l98l年」

とは:9臼1'+' lJi 1九jユ砕を摘すもの王寺えら1しる)11

本決定のmいは、負担注多に手与しむ1-1-1、当時深刻な1吉安問題
となっていた殺九、強盗、強語、爆減、放火なこの犯罪者に 速やかし

打竿を加えるため (司王決定制定文)である Yいえよう

111 まとめ

ぷJ，j、2つの決2乙(/)可容おぶぴ1I~'J を見たに"可決2乙の可容おぶぴ 1I ~'J 

には、干治安総fr対浪の数百:こ上る犯罪子Lりとい"考え方!よ児られな

l， -'"社会 ifì 交付;合 H策がjJ ち tH され、「教育ーが5tl~eJ ~， i していることと

¥法においては、 i::f: [こfモド五きにかコ述千かい史kfEする」と

いう と撃」の十を実現1るえめのtE置 日 û~が、むき「刊しにならで

表れて」、るハ

げ 三IJ.:+Vヱ濡「引事訴訟1と{第2版!;必京}、手二山以下士 199:i年)332兵
州民付人民裁判所「主何人民代表大会常務を民会死刑事it;t.JJO)問j~:ITに|宅

t るユ執'J におけるいくつかのJr1;:_~[J ~l~)XJ 年 6 F ll:1 i 

l円J ~lìJ、 Sii4. 応、 18G ヨ



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

2ョ4 輩結

本r;'C-(川よ文革が警察・検察.10とァIJr:irに残した爪痕および:七道j乏の)[';;¥'

数楢のイJり様、ならびにそ礼に対守る70午孫:11治安会議およひ凶作口火

都市川辺区談会で~';ち出されれ対策を足れじこれっ干すiら出された

lよ、打撃力寸、){Tあるから犯罪を抑吉U寸ることがむきない、〉いう考 λ

ノー にとづ主!H'1Jヨけゐ lこ kT して、 ;-d~(，こ、市主 lこかつ J'~~ベ"'7戸;こ j

処罰するという万長|ネもって民むというものであ勺たl き察・松祭+裁

'-J1T7Î の「人」の質的・量û~不足からFlJ戸7正法を阿世H主 ::L 、授ノャ、起訴、

1案、三審に問寸るa、定i;t1~1を延長したにもかかわらずである J 所定の

期比民討に事件処理が終わらないフ、況の ~_;J た r- :~_i ヤかに l に事件を処理

することが、宇件;SJÆの主I~迷パ乙につながることは'行列に想{三できょう

また、「法，従い重きにかつ速やかに の)J針の i¥ 近代決L:¥I/.il，:~一体

弐からは、 :~Ij 注減すべき立?}、がf丁われたv ます、 7て:に見た立?}、 l 上、しず

れも 法!こもLぃZI矢!こかっj速いbかに lのために、刑法 青刊誌法が定める

割j肢の松本寺改めるものごある、 制jえ:工、ノJ殺政策のために設けられた

死肝Ij r~ 審む子続を死文化さ ，"，.-~.t-. 会 [fi 人大常委会 10 号通知|心上心、死刑計Itj

)ドli1オ íJーの累犯よりも:Ìl~Utf対象が広しまたその効よjさも芹い丹犯

担11主を創立ltした Ir可〉了の決定 iなどである。i;J，にiA>、主主にかっ速や
かに」とい行 1ICウはiての作l人Hーはととまらず、逆l二、この1I的 -{tI文L

ない法(土、それに合うよう改められたのずある。

と!よし 3ろものの、新たな政策がれら凸与れ、そ札プ0"既存の Lの作をお

えるために法が改京戸れるこいうことは、「ド同特イjの現象で{まなく、と

この1，1:，'でも起こり得る辺象予めるコ Lかし、 ここ予見がと Lてはなら

なし:こシ IJ、こ才れLらCの)a-法}去、己改主正がし吋VオれLも令図人/太、与吊t芝委ミf会Jグのノ立il

t出此J.\ してし包る点でiで 5窯ミと#えら才れLるということ~C'じ守あるつ 訟にや[い吊主に

かつ速やかに」といいながら、通査が法の効力ぃ影~i;しないど三ろか、

逆に、法ァド党の:改宗は1ることに4りi 勺性をj生得してc'るのであ

るひそLて、 にむ_0主しないil、には改可とがコごし、るのじある:，~] ， 

，8 ' こつした迂岩手の問題は、市民2年lJJ8 H:二咋1"1人人市長会が同 f包した よE

K涯済事犯を~'主 L く懲らしめることに院する決定j にも 'cc1.じする。この点、主

当人五品妥:5';が司日Tを山1J7i-'-<tる乙引.t.Y:Tsr;か、どいろ向し '1対しご、日幸治 o上

二日社S7(4 <l3:J) l反.， )4ハl
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このこ炉{土、とれもな<r-::>さず、位、が権力を拘束するものでは 2く、権力

が話、を支!!l己していることを長、味しよう c

また、ごのここは「法い怖い重注にかつ述干かに」の布告が利11起えれ

たこと白{本からも若取できる というのは、「重きドかつ速やか仁土、

そも点字も fLがJ礼判の〆おに13!iるi)、述mのあり方を Lてし:ることに(.;; 

かならなし寸ミιである{点。このこと以、教育古市川，-;2.よと 政法機常 l
lニ指示した社会問安iよな苅民も同様であるつけだし、「政法際問」には

致、[:ij)析も含まれ、教育の重対i土ぺ然に裁'[:IJi<:おいても実施すべきとなる

からである n

jj去が指j)、し、その後ぷI~Jt!-\i:も提唱した共 I"j事務処理に主つては、ゲr

~)!自 S(. ーは可Ij辛子流に合致する J う給わ7， 1 ているが、その人j支は刑訴法所

定のんll'iil叶ギ);8、 Wj に反して~'，る 1 また、 c"つの品本」も、事実ト、自

l;!e土準を引き下げるものである v だJ毛においては、党び)政抜に合

致しない法l正攻略をljたFとも、党の政策:こより死を;主げられるのであ

る J これが王:lli!IJ3rt全会T提起去れた li主部Iおよび5大都市治安色l土

ち同されt-.I話、 l こ 1/~'..'~ [刊丈LJ、]の以ljなのである〈

三ころで、 I--U、に従い重き lごかっ述やかに という打保面がf台市止され

会科 )~f: !!'ij王J子相I冗Pf副FF二長三次のように谷えにいる. -) (主わち、 f それよ'J， ~íi (8? 

年mlLMti~J) 灯時期におしし七、中 l:;j の l'のえ大 iJt.I; ，:il主)11ご主なくなった7自主

き淡を実f泣するこ~: (ニできない.~たがつて、 8号む2νイ内|蛍 C汁L記U、~Cし♂のqワ)'.乙公ぐ〆川)1布|いjJ，以ブ rr間に、全人代

弓吟常名吉;務 1雪一の \~r iJ、性惟王:張呈!は土 tで;い、斗j拡!立:大さ才れ!、 そLてそれiは土J口1
3 を白 Lていyた:円亡去dJる.h、と C-.~咋:~'愉待治守討、氏王t半手行.，ず常1)所f哨w所ザ折了」μ\dに)問〈 巾回耐川「究片I報王!円98お

千庁「行号4住きRl つまり、 I0 ;; (7)::K;'，I!L_:こよ{憲法を死丈イヒさ古ることができる

というのである そし 工、 r-~---1 下内状、J ーや最終的;こ-'fIJ和するのが党であること

はv 行までもなかろ与 なお、盛円前は続けて lこみ Lと刊必fよγべて主人代が

全人代市治委に委正して WI'決す42こ1がずきるのごあ i〕、この決定も全へ代が

ん人1( 市:r;;安:ニ t(t~ したものごある(':: ~づ-か L、本決疋 :Ijl~定自 u に開催さ

れた J 期金1" 人大 4 回大会で本択定判定のJ引主力、 f われたてとは碓訟で r~ ;，~: i， 'c. 

，8/'，先述"予主主を!ののよ与に、 [)on日ldC. Clarkc， COTlCC;)ts of 川町 iTl the 
Chi Il t'~C .¥ 'ljj--Cri:1I:" Camp日記l¥H，l:"V;:rdL:¥-¥' Rl'VU'W， ¥-ο1. 08， llO. 8 (，~ll 'lC 108S、φ
p. ~:J (j ;-l は おi年院打以抗いおいては法が政策の ι位にあノた〉する{しかし、

本中。〉ξマミァ'J'ら、 83 i l 厳引以問:おし A ても、 tjz~7 ;こより法の~~国どんおされて

したここはI河ら/)、じあろう J

~lìJ、 Sii4.Tl4 ，1 18G6



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

る 方で、tJ羊 Y敦河に上る犯~(， oノ F l5ii' 引っリを|ノ'i?手とする社会治安総

合対策も 1'時に絞喝されl:.cここから、こ乃吋;関心犯罪対決iよ、 l打撃 J

と「教育ーの.2L ¥'/てであったと主主1するごとがで主ょう J

年

3 治安事犯刑罰分布表 (1976-1982年)

次官 5年以上 ::.年末伺 γ 村) ほ 7;!(h抗予

人H 人以 i へ%人~，;人 o

9I~j ot;:-j.;2 4:6:12 -t7.2 :-j7，'-1-'iU -12.4 い:~1 1 . ~) 

9T; 12i;ni'_"': liS口() S(1. 1 ':1こ.2 J9.，1 2'03 1.'7 

:0'/S 3'/T_: 出2¥)3 4U.4 --1-C':)c;.:) 46.4 刈リ:~.G 

979 9λ(lh(， ~~:-~:)ユ 】らけ:-:~) H~:-i :);:Ui ;-，三

:9以，.，お"9-') 32S:'::::; 2:.9 isS-，)9:i S7.6 9W1:J fi.(j 8:11 ユ5

9tH 1916')2 454~ í' 2J.iJ 1L-~.J t) 50.4 1261::; 6.C; ~~J0己6 .J.5 

1;:-'S2 ぴ〕市前 じ小、ワ 2(1-(; 121i(山(，0.7 ょ，1217 6.tJ :3，>;0，j i，.CJ 
:'-f-.，-r:可 『可法統;1資判』の 各年) J: 1j斗州t-~，¥.-;!!1，'j干l人肌杭G::h_~ か灯、む t:.-半誌のヂークを

イニυ1(jf<与かり19品1;-('):λト台半刊 lついとは可去の Ci名門J以-'f{i条件被
現状{正統0:J< 1壬ー主月三 Lた(ただL、id;;tiか!-)'G~~日-っしとのず タを
わけではなぜ斗んめ 小十いであるこ 2を叫(c~ておく、

*" 1 !-) -l'J 1-J 1，.よ!っよ C)有期持:{{文 集問1主役およ r}'手心リ ;:"d~す当ん、{パ ;ki日J " 

iよ、 5 年ふ寸守の街可ff:t~1 を~~す )，';.--1、:"jL! 円拘 'L.一勺よ不可の4μ以外仁、 1:'ニ ~lj .l、 l リ
土iO-)1Jうj~:';tr，7:.J、 r1'川正 也とが必るが、 jt主主安I1が生仁ワ、主)、ためイド表土制主 ο

なお、えー〆 タな~"と玄"iオる ¥).τ. 1τ;じ，.

ただし、 111可}jま1(1)対象刊の線引きが縁日たであェたため実務 '，'牛

じさせ、 !JU え亡、「数百J が禄~/) -区Lj虫剥され、「およそ:_;つの示活が問

問にい別で主ない場台iよ、まず九氏内部-j)矛行，l-1とLて処理すベ主であ

る if':lと桁示一三れたため. $. ¥の事f:が 人見人;部の:J'JH として処;ij!
されるを 73vけ、〈このことは、 197G年かり 19犯年までi判決が禿効

しとl治安事犯(次節で見る83ir-iff，えどの対ネ〉なる 7分聖jのj凶告であるJ

に対する;1
'
)封。〉分市状況をまとめた表 2-----3かιも手取で#よ"-'l，すな

わち、 197Y年以降札l、懲役 5-fr:は iこの刑が尖相!として減り‘ f~わ)に

日 l これは JL々は毛沢以の指示である介いう!初希音「在仰I;~L} ":1::割安芸I組

'~?íi:公議上的手Ç0S (相訪駁 i寺ずにj~)J (1)78(1)0113011; • H拐すい0) 13兄円;。
なお 「全1";此i1、工作会議氾要(;;，;，ま I~19S乙年 8 月 12 J) f:ip，L、千汁，:::!l山4

f('でもト'.慌の~-~;~之内、トされている

h'l; 1979~ 11 片に問?立さ札丈全同部 rli治安J1 誌ではなく、;WJ~包片ト:党 '1'災が

二日社S7(4<l33)l反15 :1421 
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lJイ1'1ミij奇の懲役)[IJおよび執七猶子治、i五増している また、実務におしふc
)';:，)!J ::;れなくなっていん杓F支:IIJ同庁、:白島:Jí'f 以降(よ?刊しt~tt(i1T に 1半ぃn

場!二口、る二のほか、検挙戸れた字引のl'、j、1"IJ事故'}I;に汚ちれた半i'1

d人七平;が83年2茂子j羽問中山水準と比べて相対拘ド低いという).，1もJわ両で

きょう (主主 I-1の IH/:¥ I参I!"，)，

牛7件として;土卜十会治Jム，'~\'，:ρj言、丸山策 J) ;教育一面か強調さずし丈ために、 l耳ニ1

3トかっ迷わかに」のブJ針が色惚，t、中主訳{じの趨勢にあη たといえようじ

次予で論じるように、これ語、政策決定者の fJ1，ーはぜj撃 Jj不足であるとr，y(

:}、町役了が記、安であるとさズしたのである叩:

3 83年厳打

本章でl土紛イ1，'被J:'丹は 計三1'Jだったのかを明らかにしたいv 以下では、

83イlliiば了を考察宇る:こ当たリ、決定7口いスと r夫:Hlliプロセスに分け、実

栓プロゼスやさら~':~;:主レペ jl' ~，おける実施( 立、ナ)と川事司法実務に

ヲ了lT25へ 具 fLúむにはます、市文字了の l主;定に祭 Lで、政策I主;ノ-þ~者カ.;:)....，.のよう

以遠した中火中央 E:L\ti~:~ 8部門 r1;立市休が育~、年による違法:[j'"!-)回犯罪河:ili

y)解決を重視するよう計官さする'W-;Ir"J にJる投有強調かタ ー J クポイ〆卜 I
I~': ~_)、~，)ると考えられる

到、 ir;1二lc:校、 1¥日7年二21j ~:) H (.ご三'-;-A':iえれた斗境衛千検役条例(令1，，1人大常妥ノ言
き J~) -，守、UiH.:tμJf:zi!-Ijt/iァ17Eさ札λーが、その後、 ID62午lOH22;]の良市松山、

律で布役山問題についT規ザさ札る以前においてはtff工的に内役を怯崩ずべき

ごはをいことにiEJする返答Jにより、拘i1ii-1J~立法ノq:;されなくなった (r:1;結晶ギ

編円IInL:+::，主J~ 第 1 さ )cJ i，e土二1[;人tO，学山川ネl、1994年山口容日，<，)，
州、 l 述。〉刑事収策はl イl に大部了打治安会ロおごおける l 主釘→かっ速やか，'.~J} 

のt土巴の 1てぬii1在)こ ~3'，'て(止、 i分な認設をうくく青もい七ため、干大!tIJす十犯に

記 J て官民として子を l寸ず、 tn'f力不足Tあったn 例えば、 ID8:?年内全三引で

tlii毛を ~-_-j';，， i:主草れたj，!ド者;j?i'滋(;:;:19))人であり、そのう九懲役九一午以下の駐ν、

罰子守円い波ミオしたnはlIi万人余りおり、子弓波稔数の日;%手 rllめた}このため、
部C)ðlf.i:-'者、l)丸炎がl昔畏し、予:F)~~みることなく、づ|き続き悪事をはとらき、

犯罪活動{不可に箔液を禍め1'，Icい 7指拡lは、このこ》を指Lている

r~凶的犯罪超却、原凶与刑事政策 衆論K凶刑法体改ま)!i'事政業|」j刊Ht')

孜μ、日_~Jm~989芹(i訪; 1) ft')ぃ

~lìJ、 :)1i4' .'>，;l~つ 18G全



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

に現状を認識し、どのよっ 2ことをィヲーえて厳打を決定Lたのか、またそ

乃フロセスをfにらかにする (3.1)CJ 次J二、取れを実1J1jfjるとめに千丁われ

た¥'，1法を枚討し、それがどのJうてに十t.j告のものであったか者採るは 2)η

そして、 If!(策;疋ノしさ iよる およびJ士的対よ、を J之:けて、実務ではとの

上みなことが1Jオ3れ丈のかをi山らかにする (3.3jぺしかる伎に、未L;:jjデー

タにぶつ主、厳-IJにより汗よ況にどの4ろな変化百三ペじたのか、また

巾図の学界ではそれをとのよ)(.:: ~:; lw5 L "C ~-¥ゐのかを児<0(:~L4) そして、

最後に、 83年椴.fJを定ベイヒし、その完l誌を可能ならしめた迷念

3.1 厳打の決定プロセス

l出i会議ぷよぴ 政法活動強パ二の決定」でiヨ宏一;1-;[1互にi心jけた方長|が打ら

同さ;rL工士めか、 1982年のす定件数は :98]とのそrしよりもお:，;:Fi{'斗減少

した l表 I おぶヴヲモ !j

Lかし、その，!'，手さをはると、約E/Jftの減ノバ土以策決定すをJ市ヂーさせるに

はほど速かったようであるぐ 1U-]は立主主された川事事件のいi、:~ t I j会議に

おいて重点対象円されr土な犯罪恒号付)1ノ'JtJ{を表にしたPものである 本表か

らかなように、段盗事件おぶ乙吟~bt~芋イ?の立案作数i土、前イt 比で約 3% 、

約20%減少してし、るが、ぞれ以外についてはわ Fかに減少してν 通るどけでt~

J主積立い民主11ニあるとい去、 5市会宇件については約1:5%増加しているコ

雲監 3-1 立案件数ベースの犯罪類型内訳 (1976-1983年)

rllfi 於
内 ，;i、1 

: ，万人持 A仙1)、 ぼっ 放に μi正 コ以 4ム5ぇ 日'~ì(tt 'G}ii芥

1976 '[;<'8:;13 " ') らよれて J:i尽8 百円()3 ，')98898 

U7i 日4自'11:; }λ  I;ii寸ポ a.，2il :!r~ìn 日前(l2 .Ui:>'，'-i 

E'i8 JJJ6日当 ~.6 ど】J6 主じ(iJ 2己'iJち bこ，~6 b占J~と

1279 (ì; ，作'''~‘1 fヲ t ~;] ?S '~()6'i li~? っ(; l円7:;:3咽， ，)'-ハJ山戸"山;--'-

lむと" 757;:1-1 ろと1> 2.ifa ;B出 0.1与1:1';

Hi，jl 890281 おわ ハ‘Jー1ーi'ハ} 2E9~) 電 ì:;~)8 Hld ぬ;ミCil 222C(; i'11:';';"" 

I ~\S'!. t:l-S.ti'6 "斗 、::J:一F一F こじさリ出 :)つ-日U り 1::;:)(， ::;:5J01 l勺ふ'8 6U~) --1-81 

198:~ 日:¥".1178 だ。

出J，::l-康問."1市「引J.::];'-"/週前、第 :':1以.1 (.IU;、人手出版社、 1~)%年; 111---]]二買 三:弘ぶ-'jo更
首拝'1苦..+.::J-;i;])'，f-'年

二日社57(4<)3.:.) l反-'，) :1441 
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表:?， -2 (;.t 、殺人、 i事?守、強芸芸、強得およ u、窃常佳~(の判決発効人民

7)推移をまとめたものである。本支からも話-1ftii .~~~が J~JJ日しているのを [>:1'

話、似のiflJ半半1'IJf;it社長の::;:(.f;fおれγとあったここが分かるわ

表3-2 発効判決ベ スの刑事事件の犯害警護貴重立内訳{単位 入)

年!泣人|侮"伯ふ I'出泣!主主
':'97日l "日20 つd巧ヲ 己目ドト)" :~(日目 日(i{i:i!

::<7.t，1 C'、パ1;;) :-rl4~司 ;，1 ;~)~l H:日4

ょ978 1，11，2 ':d5C ~iti89 "屯325 3よ土よ日

: ~J;'9 ~j ~ ;';' 11~86 : 9 ，r~ヲ IìO~ο '¥(i2抗日

;引80 2372 ?i7'-iC :':i99.J l0260 ';': -)79 

~ ~I自 1 ~)272 :~;'(i r;(j ~7~ (J2 2(i，，'引) ]rlけt'J:>

lリ忌日 8日 l :~S2G:) 3J~，1:ì日 J;下 ~)'74 IU.fI.G? 

よ日K:i l:'iCJfn .J:、:JC 日!~!九 ';，; :' '~:~: 2287fifj 

lオドi 引ti: 司法統π 予まや(~.年; ，JI';"*i，'l(:A人思f日状況杭戸:-i.<:-，_~~.B，i! 

本 4、デ ア l二;さーど事を区別，~ていない

また、こうし介治安事犯の状況を::Z :J.'J~ 1-，、重大事打数が6.7，.りfTC主で

あった 1981'1ーとごとべt 、1~喝 2:ljーのふれ i~ttt6.1+万件と、約 3 二手 i々 械に三

どまった。しかも、 1082刊の立災件以:，1前干上じで約15):.dt (約15%)減

少したため、重大事件の;ヒヰ:は t主に1.:%増布lしだ(表:-)-:-:; ~照!

表3-3 震大事件の比率
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戸五大事汁J)，:'.;i与についごは親十 1t I改|唱寄 1'.11山

以こ布 TfA符υ守条件 l 引{'17''J改訂 l群保出::Idl
1:19つ t- 1 日目H 士 !i-J!'~. l~ jこ 后宍芋fi抗i::t、す
索:'1-殺と主ノ平ftn;1ニ手からJY!'1i: :_た

以上、立案絞円|をこと〉して 198:~ijーまれ1)治安次災企抵の返っ ζみだが、

本部HWiでJ旨引当したょっに、 \"T~業統計の端数刊誌は秘めて深刻である。

当時の政!~i人定者;止、 ずで仁このここを認設して νt た)すなわち、室U~立

と l警察部長}は「言j-11r.， f;~ ~10一日%の r'~5，'史」、すまわち、大衆カ

何回をþ~") ~C 通報しない、末端のて機関;こ通報しでも「検挙しなげれ

~lìJ、 :)li4 丸山、18G2
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lf立系しなし 'J ?d:どがあれば、 ここ数イ!の Jだ↓ザグ)事n発生数{止統計ァー
タよりもかなり多くなる I こt骨折する c 続R十の伝転十'1:1';;;緩めて低いと

め、それ脅燐朽みにするここはで ð~にかコたのである r しかも、重大事

件。)Jt~(がりえているにl 統戸川、 1982年の J 案件数、(土 111)年 j、 :1 も減少し

ノ二区三二、治安り、況にたきな改苔!よ児られない、としい)認識だ"'t二

J)¥いあろろ口

加えて、当時の治安状況のJ 1正、;'，系半が最もf1¥.水準であった50年

代から60年代11'1干のい、惑であっ 1:_.d''I-;体的な二?ータについては去:1-，' 

j与問 f?jeえば、 市安)1三勢もhJ恥、し始めた、 jえ芋命事引は!成。、来貨な

役ノ、事件も 197日Í:~とJ:tべて幾C~f <か減少している c むろん、なお理:i{(;む

な状慾にはj主 l て ν 、ない ~O年代Jヨ J び(泊午':-~:rJ，;TI目、我々のj乙;;てでは道

k物が決ち℃いてもす[;う者:まおらす、伐(土戸を閉めず、京やパス:二乗 :'J

i与も台き IJ i'.白人を支え、子供のずを 51 し、でい丈<~ Jてしもう指市であるハ

前会議後、少々 ¥1-ネ件数が減ったとはρ え、当時のr芯識からいえば I治

安が思u という私論になろう Vυ

表3-4 建冨初期の立案率 (1950-1965年)
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こうした治安状況は的83ノ?に人ってもさえさ与されず、 r-1983午上'1'1語、

…柏、数 7)犯罪グループが全I"'IJ)都市山で':L1'，の It~ i';をなく L、;.f:]:主

以来余リ起こらなかコた同l吋外そ震拍手T る必i当事什が1主著jhじて強押し

た」斗という υ こうしたE、買な牛の代三併としてよく引き台い出さ

れるのが、 2けに遼寧官(喜|場IIJ'-Ci2}きと王兄弟三名が主主銃強千守町役、強注殺

人を11"し，;j'亡し たといっ C-，TI1'f午、 5月5Hに記主たlH，乞を長切れ台

湾へ逃亡したとさ;:るs;!;7Jt)j江存機ハイジャ yク事件、 irlJ北省官1111:'Iこおけ

る菜刀隊」と|呼ばれるた束lグループ (t'わゆる 中主~r~ l菜mを
長帯し口、ることからこのよっに呼ばれた}にぷる 100人以上のλ奴慢な

抗争である。おに l長刀ぉ!'J をit，'、快とする叫約ゲル プによ〆乙 3Q，~T-守はか

なり深刻な治安|可~であった 例えは、 1983年6月には，j!ii1谷宇波'11で

幻ようと大規模な抗争があっ士れ干の与をtrfu:立、 ぷ月 4口イえによよ[jlJにいさニ

ヴを起こしたス人がそれそうし人を集約、 l円円か Y~) G刊かげで、総勢'(()人5I，

:)を集めて、 J'背ャ刀などの31tt告を所待[、寧主主市の現存了で 11日間t/r:l-=+

り広げたとい与ものであったり υ 胡j-n; 民Jで:1Ii司もj正争が統

Lミi--'にいう事実;土、当時の1台安のiE札ぶりを却1"1'に"ミLでいるへ

なお、 198~):q-ーのJi..雰件数~j: 10gワイ{のそれよりもは万件ι く減少してい

るが、これは同 '1ーを i且じて :，L.み件数が減少し三のでIJ なく、厳ぎ了|比J~i!1デ

に山索/牛数-ij、大中京(.-"-;:;~'よ ~y ~/たためこ 75 えられる すなわち、 '198:~年の

合[!:cワ刑事事11立系付土、 [98ワ年と比べて18.4%減少した 特1二円片

から三月:こかl了て)1'11'ホ件の減少乃l梢がkさく、この 1ヶ月の全I"'IJ)月

ヤヱ7挙1'1，'1長1'1数1;1 則自ヶ !Jのノj'f:te)半竹山系1':数とj七べて44.7'?u減

少したと ρう-8円までの月平均:，案件数i');;づき、 1983年-i5:

イ与の立;長打数を試算すると、 71行7:i66i<: (P~:j主干T ノJ になるけ 9 ;j以

犯~~~t~ は、 I'!際的な杭 I か λ はれ l工、 jl1、く見メゐであろうが、中いlの指導 ~-， c.Ì

現代'1'同りt:)::し1う伺占からはれば、極め C而〈引先令J i::指摘するハ
設とド師 以r.Mi:嘉 ニ;11)2安ヱ稲 I->-r1 r'J~息斜計条料、 J[扉ワだ策~ cnrm出版社、
19%年 JGn

;lt守揮 r;r比 Ci]!11Ji1、中 lí~1ìk[lU:Þ- JI (詳校出1収支l、1983年)113---1140民υ

l問?にすj撃刑事犯罪判綜汗J行理J十jT治安竿附品 到究之青fl"言、~守沈

組収郊1ドJJ人民公安 (CD版)1似イ乍 A期2頁い

げ円l算式;之、「行 hu，+78 U照3~二グ)..!L 案l'If交〆 フ55.3¥:30UJであι

~lì，:f;SI i4' .'>，'28) 18似)
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li干の立系1'1数減少がなかった炉 れば、 19R3'1 の立系打数は前 {r.~七

3 万件減になる c そして、以|玉10)政策決J1~者 lよ、これをノ"-:'1梢減とはlÆえ

なかったハこのことは、郡小?が続打長夜;こ「存IJ号事半i'].半1'1がI

えて(いる)c引との訟h設を小したことかっうかがえ上う J

また当時、犯罪の 1J::U、再生産 1 e'...も νペベ主持uが生じてν、たハす
なわち、 市くからの斗除、出 ~41n、 Jたように犯罪のやり

7jーを伝説し、青少年に犯罪ヰニ教峻|て(おじ旬、不来ならば教育改去

のぬである ξき蛇紋ヤ労働焔 l施設におνミてですら、ニムjfl]者・労働結 11

被処分子寺院でのやり方を相互に教え、これらがr-m~w 支術j士官所 J

になっていると那除される、人i_~ ¥ ~ ，わゆる 悪J戒感染に陥 3ていた

のであった"¥こう Lアこ治安状;日は政ぷ決定苫に冬たなる極l平ヰ与え

たと考えられる'"そして、梁tJ計十 l北忠大学教授)は刀隊」や

lE涼方u、の伝授が8;3::~~ _;;1~J J (/)日 lき告になったt指持する 1ノハ
大._+1部rtこいう l袈定はつくものの、{去にfiI:い重きにかつji三やかに犯
罪苦に打呼争力11えるという jj引を打ち出し、またそのため;法改正也i1ν¥ 

[fj家紋闘のみなりす丈宋をも動員し、いわば[fi会体を挙t-Yご治安阿波に取

り締んだにもかかわらず、なぜよJtl，とされたlC:)i'を抑制し、減少させるこ

とがで矢なかったのか。こうしとj議院が政策決定苛のi附真に汗かん七。

そしてそのl車内は、 i内会議で打ら出さ l'たら告がi託民されな訪ソた Lこ

とにあると考えられた、寸主わち、 1'383平行 7月21日lこ蕊真(よ、、に従

ら 翠'1i反;. 計三号ほ(1) 2貝
局 )Ë~~ ~ 91-行刑法うp;i:J、適用， "人民lj、院IH版什、 :ω(-)1下 9;;頁乙

，11/' (';.匝ヘ，LH岳会伝山1;1作会員会刑法倖 1論〈中老人J523t刑囚列伝〉的泊先

修丈 (i去律I中'I ，~li+1、199ごす)'1tR 

ll，];"(j:d ¥1. ';';]l1llt'r. ()ηcit.， p_ C;S ヤーづ はちらに、部ノト l'カ勺口j.]i>，当1r，五t

ψJ'C剤三拍に襲われ/:という三ヱース(知山lE川、ドュ包切号ん寸Z掠 Jじ行紋di

手口長!日民:l1:三l!l耳ち 8-9頁) をも指到すふり

:)2' この菜)j ~すは中J九をお隠させ、 ~t/ の総設計吉川、γ を指引をお1!~

2 せ tふさムには1983年前後の、 J人々の坑ぬの業"，;.g訟を使え \J'i'~Ji7 かレフ伐-:!

Lミた残余悪勢}J，c!:rくからの栴1拡が、lU間知らずの青長年Jこ犯罪の方社、 i8

:Jjの技術を教え込ノLIこと b什日を集めた。 私悦人のうfj~'T一勺土、これが1983

年l放打を引き起こし十 t;_:.変右 l阜亙である(~汁ーとド dく説険副:-l(J頁(科む久報告

!敢JJ的刑事政宗分析こむIj'る拾?に林。)ゴメント jc 

二日社S7(4 <l:?1) l2三。 :1421 
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いE司硯j五Zきに詰か〉つ:迫宝〈や3かiにこjの:方方さ針十が徹「底庄正:されごいな Vい、 lこニJと乎を [日J削『司敬究 川lリ11

ト情査E郎部 ;りJを附る) と J刊祁1耶l附附h布捻j~L、I ，回1:手釘:'

のlい、も妓rれLて主てお;片)、そろそろ一t弘t，;:j，、入れてもよいt沼:京ft/ピこJi~，-;と L注己べ、ま

た日j復之は、 代々の政iA 挙型信業務;、従 ~1 I-:... "C ~， 、るI"J心、はなおo/J(D0で

まとまれが主〈、この方針のだ砲にf然JJを人れにいなかった 'l と1，11

押するコ

望で:はまなぜ c~の力喜針i の 7天~.!J池色似;、全扶力ヰキニ入オ恥}寸ず:tし、なかコた」 のか 叡?復
入ととはそ σの〉空安~:I川U と Lてニβ次4叱;ぴの〕λ"点l

向散t土刈J矛}丘母とジの〉区日別lをlしはr土Iつきりごき ζい0.'~、ことである、 !)c-fr.f~ú) 5日 ~W-t;

l立市くからの反品命、込L除、刑事犯であ内、これは出品切に分かじやす

い，1克1E(I)犯罪者のJi多数l土7守二三であり、労働右、民5号、幹需の子弟で

み:'J、これは人氏i人j己1:の;子局?あり、人民内%の造法r，~と考えているの
:ーのため、はんをu、iこ1ftぃ五き;こかっ速やかに絞らしめるこ rに及ぴ股
になっている，'，尽こ ο そしてその結果、 1--1980イ|から1982':にかけて、

走中央の指導のに F同法・ JilJ訴法l照らして、 JIJ雫犯罪j古if!j;~，宇野月争力:1

える闘争を連続し っi--. しかし、刑事犯宮下の厄中竺にノけする認識が

完全には一枚しておらず、法に従し重きにかつ速やかに滋ら LめるjJ告?

につωての考え方も i分に統 されどおらf、ためらって淫々として決

定 L ない者もおり、また新たなえん罪、でっち i げ、夜、 IJ 事 !t~: る者も

お~/)、さらには警察1常識詩人を捕まえ1ぎだと批判する有すり絶えす、

JjlJ下犯に総悲の心でIAXしく 1Y、打撃を{唱えてはぞめ、よとよたおき、

部分的に打撃を力日えるだけで、カは弱く aそのため JtJ人は;士を?どれず、
ニヒー!ふ市 t己主ノ¥"，'斗与、ノ、 る」といコれ異常な;:-~IH i)、)j:J'Ji 犯罪的f誌がさら

に沿獄を掠める事怒を請しげ-Jf}、と つま lノ、人民lノ村山の矛盾と故対

子日とを 'YJl礁に t ベ ~U~é、主ておらず、 j :J; :Wff を法に従い市主にかツヤ'1;やか

1、三t真 '¥1土属打撃除草刑事犯罪出動変全党 l、??士心.1 (l 0g:~年 7 円つEli ['表具

i. JJ 346tf" てして、こ円売百は r:Fj(治的な殺しい主i~'河寸ある J 乙されていゐ\必

iJí 丸 :-:fì久什[j<)-I: :J-;;政策分析 j 川Jず宇政策険~'J!:ょ3同人

: 14'，劉{旦之 r~f，t~:}; 恨刑事犯罪、争}附 l.:f主治t根本好ぷJ 戸l(辻、学1984竿 HJ月

Sx}!吋

1 S-' 計 i

11'鈎f弘と苅.t~n;_ ¥ 1) ~ ，--2点。

l.:.49; ~lìJ、 Sii4.T2(;)18S ヨ
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に懲りしめるこ Yができてv、むしコ(-打去五カィ、/心、といろRi百刊誌えである i打

撃 J)不ょこの実態に 'jl.'λてはど '1巻目(0:0

また、 I日前年当時 L;存d;高故，'j';ij所長であった核時は a 法判所ス夕、ソブ
仁次のよう公安会、があったと振り返る I;n すなわ九、 1980主 L'j'c)¥月;

rp 夫の政1五分可のあるお存:巨が上iN-T1)れ;き~ t:.r;~~ に、 l 何人的児島平 I e'.. 

して、「刊行予のニ ズにjiてj主、社会ifIぷにZJ山吉を及(ますlilJ1TiIlに革主

lこがつj生やかi干r昨季加える活動を迅述ド民却しなけオiばならなl-. J と
提案 :"， 1 ここでは「形勢の ーズにみヨ〉き」に百/えしただけで、施行

されたばかりの刑法および!iU亦伝、に ~!d思して、;- はも1:;@しなかった

人l防:九むSJ児f月僻1 であつても政法1戦t完記;絞足の者 lは土 1掲討導昔σの〉意トH忠寸立、 lにこ;江i:れ杓b泊'j~ す.iJ鮒念念:カが冶強

〈、 J泊日に桁ミ再忌2者5のE怠まよ凡Lμiにこf従ιつていた ぞ二ご、「ぺ19l乃G工午三にわが国iは土「戸凶'11法士 l
lけげJi抑み刊l

vでC き、全主i心人見はそれらの施行;こ注じ 1-:" いるのに、今、 ~~-iüljU、ロ。〉
変ぶから:監 it~_ し、過去の法{台が異常な時期のブ 1， ス、すなわιロ形勢
の」ースじJ;;づき 1を用いているυ これは結局のところ前進なのか、ぞ

れY もトデi，itrなのか)台を:ttj呈しているのか、そtL，1:もが治をlilic守して

し h るのか 431(カソゴ内;土 ì~~l ~;亡)とい弓是厄が!2二じた、と v

ここで l 過去のddf:ìj~~異J詰な時期 l とは、政治運動が民側され法ニヒ

リズムが妥延LたT#問主析しており、 'iT#、宍バぃl-75起されたのはえ

あ，，1ごと者えられる f コまり、丘、を顧み寸、「形勢の) スlにの

みf京都せよというカが、併殺問1r.のおじう?で多くの以乍の者が犠牲と

な。fニ政治活動 よ三千の:再来をイメーン九せたのである

このふ 1981年の〉大都-r:=: ìfi'ム:~談会では「主主仁かう宝やかじ J i 

l訟に従し， I〆し、う丈2 が訴えられた Lかし、与に平げた害復之の

l 新たなえん:;ir.、で )i:j上け、詩どIJを主汁L之>itちおれ という帰十iれ之、
in-ff厳才;1台前ぃjご)"ミても、夫ん訟においご凡#の再来に対するさ戒心、ない
しは抵抗J惑が存在していたこ lをがしている

以上のことから、フつの矛!母の区引の不明瞭さ、および丈誌の蒋米に

対する ρiJ l土iJU，戸川3とし、ぅ 2':J 01認識 !'ojgj路が、i)311 J ;'J， 

j 場 P~ ・手黙依yJ、行l 亘 1;([j( 

い」 μ、子19n7iL二日朋 2口

二日社S7(4 <l:?:J) l2三7

i自来 !I~' 述内以来i1、宇尻重大"弓ニ研究

~lSI) j 



前におい

.j， 
l州

{品，11立;(0れなかつた?な理出である、とE5日哉されていたと l、え4うけに。

口元

こういた i，~，~>~~ 1-の!-liH1t;にじたす?そっけ、8:-;-1]戸厳す了の「犬寸7や州、附したのは

こ吊小平であっ -f- 1 ')小平は寸983年 7月刊判、場耀:tbi.党総百五::)お

上ひ組紫陽 (~j事|花束i~J'1寸 y 、また、[司月 itj 日に!よ劉復之と会談した J

拘会談におけるるつ筏門 J) ポイントは~~)，トの.) )干じある，:'()，

「刊宇手件、士、貸手1'"がju隠 (~::l~ えて泊り、ごうした状úz. ~e~主人

也、を待勺れなL とν寸二 Yだ」と述べ、このままでは人心が離れていく

ので(土ないか、~~ ~、う叩;の支配の正当怖に対 j る)1>~機がイ'f]'仁しているこ

とをl↑|己主した。

2 つの矛盾のiR~:jの阿廷について、「重λ刑事犯キ敵対矛后と l

て処理Jべきである とし、「これは(厳打を指寸)5!i(支え仁ほか伝みなt'J 

tしたv ワまり、、刑事犯は散JJ才!吉に居;し、それに子J撃を加える限

m土、 ではなくお(裁であると 7たのである c

(~代々はこれ (長十Tl ;<子運却とは坪lまない、人をやココけない淫

討であるが、京大刑事犯罪に集中的に打撃を加えるfめにはやはり大衆

を発防しなければならない、 これは J~J:t と昨:まな ν 、出勤fJ l と

nをあるさiたの 運動!こ十i出つけた p
「なぜJIJ究犯罪への打掠は 千くいかないの詰 k 手歩 l'せて

い右， ，暑だけじペーないか 、 行動を起こしても布くも布くも奇いようで

はどめど、 I3 fj一同で l'芝、 :2r~ 、 3 去の殺伐を軒織し、大都市で

1山川R削 I呂幻!どu:11芋崩厳安7打T隠立祈桁f古i.:-ぷ三前の;認ヲ万j訣洗トの同題を F口F、↑1:'， ，(ヒLゴ1)機嫌を;損封Z泊斗るニ M を?ヂ恐Fλ、jれLる、

C;:ρ)lfキ封詳訂1法主壬を♂主

れ，{-:;， ')j :tた運動だと責められる二とふ恐れる、'~?，>:::;つの異なる生貨の矛 1，与を

法~I I1J することチ怯がふ、() とmu;¥する首もしる • 1，'-tJ果

flù\:!，'的f了撃刑主犯出:出Jí，支'jl~ilgJ-~ヨ I[ '~i 苧1.084~- 1. mi4頁ハ l そのつもの主lお

よび伝が、そ1Lぞれぷ正中の jじてずの再ょに刻よゐ警戒'L、ないしは択すG~き J 、

および:-;2つの示11グ):メ引のメ、町.1¥jさJ ~，こ対;， 1 パるこ苔えらιるハ

: 1 ~:)陳輿l; ，よ l部小平氏が枇行関与の白接的な決断r;とあ lる)と指Hí-~よる (r 版

すJfl;!必之議lq事政策検討 2 九五;
:'1" 劉俊之 πIJ詑汗 (1):?夏、 fI~，'f(;r'苛打撃却iJ -=Þ~ð L>:~，i ドι 動\1983午 7 )j i91]L 1自:

/、、iζ選 ι第3舎にけ、r::.1'l11片足社、 lS(J3午) :33'-:3~; R，) 

l~fil; ~lì，t;SI í.4'T24)1別心



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

f打J'υこし、 J河可 l片口叫1Jた、量iにこf打J羊を加える h、 駁 L<す yれLけ

きる l と j述こ主r~/べ、、犯:jìlへ乃打撃を{前九[んに行ろように指小 L;" 

「混ぜは非常事1[~であるーという現 ixi♂~>~~;i;:示し、取宇了をそれに

対する非常手段と{す笠づl子た :!lj

以上の δ 点にお~， 'T 、と，')わけ il主要〉忠われるポイン;' (.よ/どおよびGj'ノ

であるコなぜなら、この 211が:k):l~めがZ3t上 J)院是正に討する政策決礼者

の怠思!'<WJだからであるの寸なわち、乏では亘/¥刑事犯先 敵対寸盾の

ぞとんL語、政策決定当により小され、重大JTlJIJJ~日罪であれ日清2対X~fl長として

処J干すべきこと〉されたο ここむ人民内部の矛盾〉故対矛盾の区別ジ〉不

2}'1&来さに解決がつけられたこと 1二なる c もちろん何が l車一六刑事犯写 l

かの問題は銭って~.¥.<.S♂、後述する敢行対米♂そJ，!に干支当 i-ることは誌

かである士め、実務:二とっては全く指針がなかったわけでも主 i，"( 

そ L て、ひ〆たび'li:J，flI;宇'íE'i~~紋H矛盾丹されれば、 "与、"

経済制昔r-cあり、~打・被t喪・時三、した手号、強 f与した育、人を殺[た者

lえん罪かと与虫、[準不準!の問題なんてないつ。子を下 せていないだ

け仁子なしか IJ、「穏当なのでは内趨を解決するこ円はごさない-kい

う発HがiJ一万ように、 i白iIOffl';Sにやらなければならないとしうのであ之。

次に、では闘えぎ了を l 通勤とは呼lまない起動 lと七11件づけとっここで

いう「運劫」とは、')日事犯罪;、殺しく打停キ力fI:.:I.0l:予防:土取ifな

認争であ(る)..1:太一、 111々 しき lけj事犯罪lこ打墜をfjllえる活動i士、政治領

1"における指紋Ijtl1r"である;フ〈という指摘から明らかなように、件子市zEす

予を 1)"J1~ とする政:亡運動ぃ:まかなら止し、 2.1J

行 1 この内」ついては、以下目指摘がある 1¥長7二此筑の決;i"!I、初悶ιお

い工はゴ110"事前いこJラける"1常のJ室長:である.1 (;1白書[久 l刑事政府的存スJうJ咋 I"JI

1 中|五政叫、/、学出版?;、 ~002年) 2悦jj.=O、:-19幻年に下した討をわ決dピメト口町寸

ると、当時はtたして怖対」を〉続けると?}:)jニlとわけではなしミJ(i;Tk.1tl.良王編町長

治的111市.! (i)、律 H.1，版予立()!n苧}出I~"ヰI!討頁(相就久報告「民UTJ<]JT:l

に，<，J，'る劉f丈のコメン 11}{

:::~: r-:X".'，九次主1'1人民法b一作会日五市i妄 U98Yf~l H 21日)人民司法198Yc'

1 e'そ?民}

内議1;株取快打撃刑事.j~~FNi勤」法学研究1D83 イ-. ，)矧1日目。

外 環~~n:止 i，1¥H了;土独裁の言菜(T】て「そのロジ yクを民間LてL、るものごあ i)、

二日社S7(4 <l:?3) l2三日 ，1日21
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l州 口元

そL亡、 Iノ工持に政治fえがある介主、す主わち下殺の上級に対する忠

誠に問わるときは、枇主権))、:;，-，)[よ 伐rl'J:こかなりのプレッシャいを感
l二、 +分;ニ正慢し、ちらには特じ力を入れる時宇らあるJ' という J ま

さドこの"トlが、 P-;fJ会議で，1ち品えれた 主き lかつ述ベコかド」の)J去l走、

末端におい ιれず、後iとするように税引において lよ徹I立ιれた所
jユて、品る。「辺、に 「手 Jミ lニカド.J -ì~-、やかに 1 な1，'1寸政資として

従起されたが、 貴!て効'+'的i二百絡されて行らず、最終的には党中央

が政治行白川二ゲ¥;:1悲してまtJIの汗lドJJ政策をI哉氏させさるを得なかっえ J':':'， 1 

kしもう伯J出土、このことをl'りよりもhτ確に物語って」、るハまた、 ii手立も

19~Hjf 2月に枇jJnilJをの泣い
J

ついご、 l十~，せが重大刑事犯を重きにか

にj懲罰するお主i宇提起[て数年経ったが、終始徹夜されていな

かったっ今回、はりとが決心L、大規模主戦没を発動し、刑事犯罪活動に

殺しくすJ撃を加えるこ tにした、このよ与;こしにふんなが討さだし、

士市で多くのJ~剖 l者が捕ま η た λl と 3~!~べごいる。

うまり、 70年代ボから制)年代初頭にかけて打ら白された U'土にやれ、)

主主きにかJノ古そかにーは単なる犯宮下ノ汁宗に寸さなかっ十汗め、大出にお

しhては宍直Uにllt(り組まれなかった。かし、 8;jtr rXl ;.1""1におい-c~土、は
じ， ;:去にむj弘、主主:こかった包やかに lであっても、そjしは政治が;fJ務となっ

じいたため、 はr与、季刊に実施一止さゐや{与なかったのであ。 1

しカし、ここで亙~jJと:主将ぱなし勺 l 己反されてしる上ろに、お干

高入 11:よそれま℃の政~frJ喜助とはよでうことが強調されたしそれは、 1981'-ri

の 5A..:都，]J治安J/2E~:Jt会に守主 J町主、「法ぃ依し、」守強調仁、 1士の枠内 f

jf!z)'r還効を11うという fi-おいてである r これはいうまでもなく、 1，正

リ、7好Jdと されたえ;千のような事態を括かないための歯止め「あっ

たコ j--1983-i.}::.了政jJ ，を「必1I1}う主:-}j三成σ〉メ.J;，.クマ、ルとすることは、

万においず、わが国の最初の 枇打J がごの年に_1:.:.1えに幹まったため

したが， 、厳打は政記関与の*i5iA:立であり とおかける L前Hju:-:19) 2 

" itll庁夕、 :;iHt7注 21}将到。

山宇)11 斗ヲil臥打~f先 J 山 1 '1切誤I7J "r百五IJ~~iJ; ~'ff: it2仰万年 2 見~J4頁r

:，::'7' i" j'~ 女大事止~:!L'; 351白 H日2e!1--;、2i:--I!二彰夕、がr鮎特密保ハド、立淑

行合'?:i'、 !Y~;Fil-í 長等と会主主 l〆た|産出資でめるが、情日かはうrかりなし、つ

~lìJ、 Sli4._'>'Z~ .1l 8日生
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であるが、よ :'l-;:主要な)11':111止、ノ1'1口iぴ) 1駁打」はわが凶Uノ最初のillJ事d-、

民に依拠して話、Jこi片い皮郊3れたものであるため、現代的、ぶれ完成L

た、法的の[:1:1示があるからであるへ U取打 l 万長fの矛先l玉、 FIJ半、'd士、

叩士執1--1および問者がE百する叩j j:ð~罪;:-:fi}けつれており、 JPJ'jfi土兆

円支持がなければ、そJ しいIJ♂い í3志 iそ~がtf<めてんさい政治述重力 C)呼びか

け・スコぃガ〆にす;ピないl'ゐというJ討向はこのことを '1、じていミロ

?うしてK~年投打の完治ド i戸117て党こ伐i:i:!議閃が 気l言'i);き山した

，1ミ3-:-i参照ノ
表 3-5 曹E小平発言後の動き

1:口，

i ，<~C\ I 智容認が以'ìH{盗品のt~一等山首却を μ集、郡小平住子守グ)尖;-Y7' ア~ (')伝言;i-~ ;t 

"':01 1 出立が北主主河で竿3';jさ部、中]七河三宵正 1~' i=\ 会 rrk決長同会 1 中 l、 ìQ$:/，斤山正只Jぞれよ

i:/:::::1]て 1:;::'守出円安，+むご会 t~ :___、到小、 f，.(T)I日 'J 、 i-i育庶ヂ会ための初赤山借主~i-J山

取〆 旦体的右折示シドヲ

" "''J 11-7::，仕立苦f:'î-が"示で令ム(政Jで偽会出土相ftt_ 臼付込 H;~で j

を支持会議{主 宵ク yい五を己主がえ地で会l農をI泊1:':~_ 

7バ |泡恒常溺鴻 1，、 IIJ.~~:~;'I~l"山 1，、心そ :h: およ f}~長単品;，j 刀、、 lた:，:;-了v¥祉以J停る
ト匂ため!一 7月 1'-UJから暇十を間/(()"、"

日/お|刊以り -Ir~ 十1-~~~rι間こ京~< d'j蛙を加えるL こに山手山丈」

以上の経緯を紙て、 8 片山I ヨ、中丸一L斗史l土、厳子]の|長J~f;、を口げる '1河i

ポ犯罪行l主Jに厳しくれきを加えることに関ずる決ι:(刀、 l¥l殺すj決ど

と呼J 、)をトソ主?〆た、~Z' そのメj存の人キ:土、先の郷小マド ~5n と大差が

出 馬て111I 厳t;"ぬ誌概ZL1同文字l均三明言台 1丸務 J;-;LfL 
1.，"， 戸ノニT安ん事Lょに，~ 3B汁 fi

引jノiWJf-~:~(ì頁

:3; I i"J~二、 戸公安 l41売~ ;)7，1頁口 rr'Jぺ安，t.:.l~J による 、は111rtlは7月初fIかh敢

打出i校伐を判犯したっなお、 :5111市新|くでは党1:，)とおよ，)'"市党寺只会心計ノj、に

;t-j去、 J 月 2ムヨ)二千 J 武士開始、，いる l 斗;1[1市東íl ス~，t ;-j49J{) ( また、 I!:，M 

古は 8!J ，: : 1 :、べ津市(土川 1:、 :_:i'ilfT目立lD1 [i: 行動を胃始し七 (1厳l的 l撃

可主犯:jl:l::'r 量iJ)京;+D，~~tlù ，LL周波幕 人民公安 ~C lJ KIZ) 1保;:;午 9WJf)頁害「日ノ)ハ

~共中山よ献研究中南ケ 1 ， }、以対 昔liEヒ献i翠編土)，¥人E1出版社、

198CノT-)38~;~" 389 tl、1'1:'辛人対共礼11司氏f干'))，範件解釈長成r¥【T朴、人民H-'I版打、

二日社S7(4 <l:?.:.) l2三3 )日41
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ないため繰り起さ主いn ここでは以下の 2点についてのみお摘しぐおし〉

ひとうは、犯耳:メず策に H~-7へ []'J転換がもたらされたことである。?なわ

r~ 、品3 午 !iii 宇g(長におし、仁{土、「手土台ー

討の仏;一草加つてはいけなし感九人

り沢し1屯 ~;?i; 手引 a す了寸芸べコ JJ;~

と教育を桁rrつl子、教育を
三ヒy する方け、 In勾 {íi 古(_~ 0 1.l \~.いたっしかし、本決定におし '--C(. 上、 l 独

裁 F段を辺i lJして、 U~ に{小、 lr:Jí'dt を加え弄J: こ処すことは、イ円ρ台所策 J) i 

要なブJi:士である J まず去祭機「与の威嚇力がなけオiばならず、その

戸で説得・救予言その他。〉千i主つわJめてのJをききすのであるJ !:..され、打撃

を社会t吉安総合対策の主安な方法、1:i止声づけた l 教育 J を強間~L とあ

まり、打撃!)示足をJ七いてvミた事態をは本:1当に車r，j'えさせ一οため、:J J 

と「致脊 の立場やi主申去させたのである出lハ

もうひと勺l土、法およrY裁llJのあるべきうとをノj、Lたことである，木沢

、:~'主々はÌlを送'，j'しなければならないが、 ik しては、下þ:条よとの窓 l味

と'i'lT'J の帽を、 TJI な!こ 31~~i~苛 l こ Ij利で、人民にィ、干!な方へと解釈[ては

ならない、次々の法は戸、に人民大末、 jir士市円、警祭の幹部・警察咋が

犯罪者円悶争-4--;~， t.-. めの鋭利な弐{;~でなければならず、人民がが、 J は，'-1

Jt;主をヂるものだと感じさせ、~[!.持者がiL~こ違反することを必れるよう

にLなければならなし， Iと指拾しセロつまじ、法と iJJ¥、器であり、また

そう fある以 i、教'nでもI't:?-人lこ古本111ーならなし'}j刊行士キ運用[、
ξの手先[土常に赦ずあるle;JG者1こ同;?、これを版嚇し&ければなら公い、

とするのである c ここには、 L撃力不足に対する痛烈!なJ:!千IJ、そしてま

た河洋近代法とほ児認な法ゃ故'}I;の二日去五主看Jjxで主ょう。 j，x:判は巾¥'/

ではあり得ないのポめるコ

1:内)午)ム:¥---;2'1頁
山 間フ年I三廷に(3¥，¥どは、「救ヲヲかh手をハけな:-:r ~し(工なら士し"..1 ("する誌

，"1 があづ f二 U;'; 如'--:r;-i~- wおむ:行がは;l J 法子研 ;tI982~ 3問:;8--~市立多目的 しが

'お年版"ju，:手l立、 r-:YJ学23ー」ぴ諸国初ノト:人勢#止めるよう Lなった l例去 iJ、

Fた令''i!・張反 i判 l 政!bH; 撃厳藍的刑事08"，予 52会主介泊三主的言\~~一条 学科!

ノ、平丈選》的J，T会Ji;.l、予石川し1983午(-i紅l只頁邦制 馬品JF、「J耐え;台y白血
来有l昨日t青少年1P.罪的根イ，，-X，j 支部鵡‘ fil ゎ程今日長「配合、 Ül]三1的P~論与実戊巴 ([B

，''i 11 寸、明、 19SY~) 12点、型E崇迂 I:'.{IJf[-IJ事訴訟-!l:~ f可釘故対:行{'/ìf里町~-);"B[ J法了'

研究19氏、年五則的夏以下など)

~lìJ、 Sii4.T2(片 1852



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

そLて本決定{止、 7うJ野の犯号 lz三3-G参照)を主な対匁と確定

L!二十で、これ「、力者;こっし ιては、 断凶こしてまj撃を加え、iJ、にや;ぃ

五万にかつi呂やかに懲らしめなければならなし、」と指示するへ ζ リオ〉け、

JJJJ;川l止L車和Hゲjルν vザプはZ主!l，l点¥中のZ主!l}点r:cとされ、 「今今'V凶:IJの続 F行了尚lドPお

ゲル一ア:にこ手存字正赦士なく打ミ辛喜を刀口えなJけy汁オれL:ばr主らないl これらの1f村民グルー
プメン八ぃぼ新LL、Jた史的条件のドc'1; まれた新 LL 叶十二~O) クス、黒?で

会分アである」 とさえいわれたのであ'-，た

表3-6 83年厳打の対象者

土 無称ゲル /メノベ

2 逃亡しながら犯行iirねる寸

3 殺人 J:i火 忌根毒泊混入崎長ー出合i立五人;窃盗犯

l 掃ム 児虫り拐上マ~:J:5lL、伊埋売春引Jおよび::;:::11)1'1ぢまたはわいせつな|刈と 下手fくた
円物 '，: -;マ才ゾ プJ)季刊 誌製出足J 三m
" 現在でも有主要;':'，f山を行っ、いる反J別的「会え円 (裕治:永lネ十)ンパー

の 枠hfYJL33院歩(、主乃は内問1'1，1比三れ、ホ lflま'iJ住宅問 l鉱ヴ}7;一解除ミれん佼い犯3下
全学子へた首れよびその他凶作名 Hic引J

jぇ与人命的なスロ 刀/ にプ ?泌のため灯イコ書 Ih_YI{'ロ書士書く [城む;のj入品命
う「チおよ n}~在も吸i兵"に hj を行う件前、 rl，何人制 JI市命主可の司会公示

3胴2 法的対応

厳fT決定が発せられたi向後、 illJjj;おJ::Z}'i FIJ -;;fU、を ~z i.: ~4 る立目、がなさ

れ!Cc (:!，]、、そ札らのヲヲ'6を概観し、それらがMを弓fりとして市:J'とされ

たのか、および立なるiiJj犯を予んでv、るのかを明らカlにする代

3.2.1 刑法の改正

IIJiょのし士II-:i二、今ト1"'1へ大前妥ご';:- 1 末大社会;fl'ム寸~rをしくィ芸らしめ

るごとに悶 tる決定J (lω3年 9Ij2Uj~)択・公イIJ ・抱行) (l:l、人 治安

事犯の決定」と晴す)(-:: ，;.:るll)厳-}J対象少され J 犯罪町民í~;riJ0) iJ: f-"j， y、
おぷび:2汚R~;~:方1MζJ主 ~Îjでの必読 (1) 2点である ρ 以下、備に凡ていこう

Il'! ヰミ決定 l条u、J、:j (-):'土品げたlli'長]Jの対象者を絞罰jに処すfめ
に、ふ、のように定めノ~;:. u 

l手':(，こ 1~げる十1 会治岩に司々しさ危害を及lます犯罪者 k つ ν ミごは、JiIJ

iJ、が規定する最高!日以 北川まで0')1γIJにjらすこでができる}

二日社57(4 <11:>)l2三i )日Gj
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設相犯罪集凶の「当該有もしくは凶芯をバi--:干 L て無制H~r活動を1-J

v\1併にが日々し l 、者、または津絵犯~)1-il:I;-i到を行い危官ーが特:こ白々

い者

放さl刊住人の身体を偽造:し、 よって主1詰または到γ させ、恰状が

劣悪な高、また IJ犯与~有を t:発 L、持発し、も L くはj主主持 L3凶{-l行

為を市]Ir.した凶悪;勤務人以もしくは了t=r弐にJI~~とが11丁報復 L たすf

人身拐収デc~宗田の片手菜苫、または人身をt0lfX:し、もしくは売買

し、 1古状がおに rt 々し v :，_~

日 投位、 tf薬もしくは爆発4却を不 ;J、に .t~;:互し、 fb賢し、もしくは~

{~;:t L 、または窃取し、もしくはfrtr し、 j'~:~1 にがお 1 二由々しし λ昔、ま

たは片々 Lv'が呆をもたらした右

五 反動的な[会近F5;を組品ikL、}J を平'1)11し、反古島j

を行い、?士会泊、?をに南々しき危害を及ぼした者

ノヘ 約 1シ、を勧誘し、収容し、または脅迫[ソ'G# させ、清状が午.~-:.こ山々

1..¥者J.

本条返さかりl丹らかな上ろに、 l ~-' () :;;戸D: ノ-þ~の犯罪組問については、

)]lJ i1'所"lの主主品川以上北1:1]までulr;r]に処することができるよ';になっ

セロ衣 3----7は1条件号所定の7日記Yに対宇る改正誌の没f九匹1]およびその

担{t)!!条λ宇まとめたものであるに

表3-7 r治安事犯の決定" 1条各号と改正前の最高知j

--¥j- フ土1)-削片;訂."町 m拠1とえ
漁民 5午 10じ灸

2 住郎みtて役 l、，.晶九ヘ

懲役、午 ト;1条

t 懲役い年 11三史

路位。年 GD条

ぜH主弓.， 1 ]，:日 .il;;:"ゑ

こうした改正の1甲山について、土漠斌(ム亘i人jJι 全会干名評伝 .iJ、*Ij

委 ~-:-:1 ニ:冨IJ 1イl'iU、全トi人大草委公において次のょっに草案をずる c

「ここお;午、社会治安の状じぶま 貰lて惑いコ観均tこνtえはが、主

な j京 μ~I土、十↑会治安:二由々しき危害を泣[ます犯罪者 lこ対する~.撃;J不足

であり、 ーニ乙数えーで~Jl れた H~(J)汗々しき 1::!計'U)rlで、悪質で、 fb;

~lìJ、 Sii4. W'i，18日)



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

7t力会;1々しく、[民情]がtl'めてノ人きく、タじlγIjに処すべき犯ヲr者がいるが、
'1IJiL.I 0) 現~+~"どによると死;1 11 に処することがで主な l.¥"このため、

己主主・補ぉ 4一る必要がある'1-1、と r つまり、衣 3 7 ~，二掲けた犯罪μ

対する長高叩J去、低すざるため、化1，11まで辺川できるよう γしたのであるじ

この，~j 系説剥がノJすように、この改正!よ疑うべくも主< 1 mさに従J 仁
処罰するーの，う会|を徹!立し、 [1ず撃有 }J1 :こするためのものである口なお、

.~憤]とは/\栄がで慨していることキ奇派する〉

なお、今次のでは法定刑が};U重され-r_"l5.1(主治りが注目されがちで

あるが、 Jだはよ;~J事ごしI 、阪;干下ぴ)5日 ~n:(l) 構成安1'1ーも人、決定により V~正さ j l 

fこと"こな-，てurCDそれは、本決定l条 4号にJ:;乙甲IJj'去112粂の修，1

である 市j法112条の規定は以下のとよ三りである)

銃器もし<ま?をLi:を耳、渋 lこ京近 L 、売買し、もしくは運j:~J した者、

または国家機関、主人、 もしくはt(ミのMtitiもしくは呼薬を窃取

し、もしくは~~tすしたずは、 7 1" 以 h の懲役に処する c 情状が山々しい

苫Jl之、 7主以!の懲役または則懲役， .タとする」ι

本条か主IH，~'; ;" U) i土、・弾薬(/)小が、製造・完買 a 逗jj~"t行為、よ1 上

び凶家機関・軍人ー主主察'1'-'1 伏兵のさノ:~ i~;~ . ~単ミ需の GJfZf .強奪行為であ

るロ情状に主)，る訂L1i を~IjIこ寸ると、 4'決定 i条 4~ iJ、刑法112条の

肘秤外(，，-~ある爆発功の不法裂圭"充 'w~ .淫燃会/ゐi，tr.強奪行為、およ f上

凶家検閲・市人・警:;;~f宮・民共以外の銃器・ f半粂の窃涼・強今、行為をも

j申みする uそれでは、;111法112条の府内外にあるこれらの1--;t.iをf丁ったが、

「情状が+~r に III~- i人当者、または111々 にし、結果をもたらじた:7;-;-cはな
いと主はとうするのかーころした爆活物のイ斗工~寸註・完以・運搬. J:'-JJ 

将.~車掌ii 為について、最高決 l 人民裁判所の重大刑事犯罪事fIのぷ笠Ij

における凶作の只件、的辺川の巧 l内問寄託に関する符l主'J円83erj_C:9月Zu

はj は、 114-':) 決定 1条4号規定ドよ N犯罪を認定L‘かつも刑IJi大112

条規定;照らして科!fJL，、組fti土不安である」とする 1~品 h 、「情状が

に;斗々 Lい布、または由々しい品Il果をもだらした言 ではない国家機

持‘ rc人 察'日 えよモ μuつ;i:tc器‘弾演の窃1;r・↑-71，)について言j

も"平間以 l“苅於欣生;続;主;'6.六ネL~1治安ê，犯罪分子r"t0i)之 >1三 字通[司法律二E安

的説明 \h) j;;j~)J 可IJ;t-tr;::人賞料(:-i， ;;7日月二

ポ;詰57(4<111) l249 江田l
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法解釈はない。最高妓ス夕、ゾブの乱院によると、本決定1粂，10'1土)刊d-、

112条 7)行為冬休に燦~-+~+討を jft加したどけ二い、 l 既存じ者成認件を修11，L. 

ておらず また銃器・弾薬の可伴者の規定企修jfじていないわ 令吟同家

機i*l・五人・主主祭d口 氏兵以外の銃詩・併ゑ・爆 )ð:~忍のも話~・ 5Dl~牟 L た

有lよ、それぞれ窃注坑.~:主主挙期こす旦附'.)る、わj

12! イぺ伏計，，-.2条l土、 drc:ii' ，うIJ、のfif壬htJをdrc:ii'と るc }':i!!~J) よ

.:) (、犯罪者が青少立に犯罪のやり方不fzh受し、監獄や労働情王 I

.13 tてですら、 1jfl!若干労働結11彼処分，gが相11に犯罪のや円みを教え、

これらが'1"与iサ王j.l'rまえ背所 lと'J昨除されるほどになってしリ三jノしノLの打開

をlえるためであるご

なお、ヰ、決定 3 条は、ギ決定公布後L:.~主の犯罪事件宇裁判する場合;止、

本決定をii'J:iiJ'手る l と定め、 ;;:lJ 条を Jll[;条件で遡及透!，H~うと L ているr111.-1 

会治安に f二円々しさ危需を及 11 す犯 ~}tι をポ L <処罰 Lなければならな

い 1 (本決定制定文J といっ ~;，i，誠のト、 ヱレ ! 

e ¥_ て処*1]する」の方芸;

寺実況するために、平説仁、!日;去の基石原則とさ札る[罪!IJ決定f宇、三1:'

の |ノ4容 l一位置つけられるおJ 1:日きにかつ詮きに従うlEl同IL ~ ~j 条 j が、

合"ぽ~にもすrりj、られたといえよ弓

3.2.2 刑事訴訟法の改正

l司j訴目、の己主llir(土、合l!:人大常委会 祉会治安lこ1:1々 しき冠全を及;ま
す犯罪者の裁判l をi!_~;~1; に?丁う子続に関する決'/ll (lヲ831;-:9月2d tl~~ . 
公布.hlli-fj-) ¥1-J.T， 1ょた判迅速化決定」とL千」;)に4る続打対象とえれ

た ]:1との【r:公plJii;子沼崎おぶぴぷ広明lilJの主主持、みして裁判所氏改I1

(19討がr9 ;'J '2日11;択・公布 泊干J;こ1'1'う121死)刊tl'DJ惜の高設への安
議の帝!]n:r: 1f~であるコ

IJ) ん判)13:;:りがた定r;:、制定主にお ν、て「社会治安iニ111々 し主伝子:を

及ぼす犯罪，gを込速に J長罰j~ゆζ し、 I 'I'i< と人民の干;'Ij.~;;~を ft::~j守するために、

，-;.街道驚口'IJ告所自)81 目。
{山 この点については、制柏「中匝刑法における罪判法7r.土義の命運 近

代1壬の受存dl戸前:， 1 ) ..1北大法t宇治集5つ送3号 (2001(1:) 81 ~--82良をきs

:[:.1ミわたし三

l.:.fi9; ~lìJ、 :)1 i4' .'J，lt;) 1848 



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

特にこの決氾を出，lょする J (~高らかにû口 L 、:テこのフ点について、!ドIj ~J~

法r:i[jl'じ1)j周波を役告人に不利なノブ均二い知桁した。

タげIJμ担LTベキ」治安半犯について、 )な半夫が時iTlfで、 FJf闘

が椛か>(iJ) n、民防刀、也めて大きいものは、込ヨかつュ包b、jド裁判jをわう
べきむあ(るj とした上ご、十:1j~::iJ、 [:0条所定の絞合人への起訴以、若本

(7 H liiJ までV および 1斗11[0;子p悔い、[{ム禁]、兵知当 (3Hlí江主 -c.~": 0) 

送還期限;二司:(]-Jる制約を受:1なくともよいと|た(刀 yコ内は同条所定

。)iム述矧|浪人
この攻正によ丹、「刑 : 1 C条2-d- 所iF-~の起訴状治本を 1見くとも

7はつ しなければならないとの時間がすでにM低県政であ〆乙こと

は日i去ゴミ務が示Lて芯 1，)J V~ 、「が訂正人Ìji弁己主を依頼しだ後、弁i些ーと弁

護人が!:JJ件資料ーの閲覧、~JFj起のは同点、彼'c-人への :"1 会会どを行える比8rd-j

は Y打開に;前たず、その方、の宍!，t1主L 測る f¥Lである l{問、台紅斗さ

れどρ る 7 日閣の J~'j子すらなくなり、初ffゴ人の#議怖はまさに胤巨IjのJL

火;:311った、しかも、「栽'1'1:1肝は事件キ迅j宝;弘訴するためごあれば、

議子おもままにi指定 aる';-)，)1 上うになり、「一部の地方では、公判期Rに

なって被告人および伎の :'1/[雫者 i ニモ~1:i，ff::1R を送達し、岩理も 殺的iニペ円

行い、その日に終 f1，.、はなはだし主に令つては当ヨ:こ':'Ij決を|、寸法、fiJ

iYrもあったc という 1総f11人ii市に訴追側の「奇襲」に利されている

状態にあったと ρ つでも辺百ではなかのう"

また、木条lよ 死:IIJに処すヘさ Iif，久市犯に上u己規/-'-....を;WiJするとえ

l 問者祥「λすく:;:]d:' .0 ¥)0{:審判段重危士社会古7/:的d[JγぅJ:前科ドI'的i丸山ぷ

営見込(1ijO'I'字以 -Hì年 1 日号 ~j4Jミ

抗弁中国 7宇佐相"ド団最nB'~迫l詰?ヲ実践 1 ¥中日人民公仏大手JJ版社、 1!198

年)171頁

:3S: 白新ノ、・吋üt~;土、フ 1)ワ611Rc 

バ" 1涼瑞7 I 刑事審判:JiJ宇治(市2成)J (~に反った /T:i'-Pi~'~朴、江市年; 344 --B4~) 

fi 

漣~~岩「対敢行政策的理性主認識」汁j司政刀、了ム了了 Ht2ω:-l 1t" L; ;哲也 t仁刊百T)

開頁会お、子~誌情報中の r(C J\ f<りは、当;活者主を<=t医学術情報テ タベ

ス;1，じ hl日~mior'.at KWJ¥-¥ l:x:';;c 11、lrz，sin川 III引かり人?した一とをで示τ了戸すj'一:tは1

μ叫ず lν:.J 

二日社S7(4 <11:J) l247 )6ハl
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める「小口彦太がJ旨掃する tう、 今ヒif'Jに処すべきかYうかは判況を

待となければ分からな l、lよ「であり、この間決 rIよ本封、[んに論理矛Ir"'l

L -ア<-1::'"c ~、ノ:;J

:処すべき ~{i!タ( ~Fð~(，，~ ついては、 i 訴およびプ口テストの提起

i羽田与を刑;;fi:去13:手台所定のiり日を 3ヨ:こ改めた J この治問{よ、 ノ二三宅約に

以 ;fr~ を定えと被告へvワ上同主将を手，奪した J \4:，'と主l~ギIJ さ ~Lておの、三官|禁に

九がi訴するJt卒が「がったu 去:5-8 ~正、例年代の L~Jドおよびブ

け7ストの状況を整理したものであるーフド京から、 kユ:T'フロテス l に

より 21写まで行コr:.事1'1:'~.~、半Yj しと :!5.7% であり、その人前うよが 誌

によるものである二とが分かる oi)311一政jJ が始ま~-) l=19i)3:'tf:.二おし、ては、

件数は償却lしてνtるが、そiLJ:LJーに 1'高梨l受件数が用力11してνtるため、

.j， 
l州

金刑事事件におけるよ訴・プロテスト状況褒 (1980-1989年)表3-8
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脊案件杭六二k を正;作成L
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内奥 『可土対百l資料4

*往年l支の l布お三件数Y'1バよノ I f-問F干の L日下、 ヮロテストのじ半Cある)
水路 t. ii!~ ープ iニ子スト山新 1':客クγ行 ，jるす1f'数のJI'，':'Cあえ

4';"02 

往年，1，山中

'1!;7'~~ j キム

:4>l 

l:U~ 

1，員立五び 1，書に

l公認

lj;i吋)

戸現代中佐仕~4::;民じたたし、主主議rおいては、 r-jJ)[:用主主役または手r:引の
判決を「す i虚市川事事件」の 1 審を 11'款の管轄と定める 7ド用計上15'~~ 2号と杭係

に(1.::;.]盟呑照)、「判決を fす可能刊のあゐjITr，七日事11'+:土FJi?-されごいた

こ;佐ì"~1 される

4寸革主f 前l!1it(41i 汀頁 J

~lìJ、 Sii4. 4，1846 
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現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情忠 l'

:_;客まで進んど事fli土l2，9%炉、それまでと比較すれば低いfih炉な〆ぐ

l、る (:jij1;-:Jto.2ポイント浪人そ乃認同の:二へとつには、本決心による上

~J~ ‘フコテスト期間の日続があろう

ぷJ，jの2/:::(!)~t(11 l~ ついて、 '.(-主~;(は1}i.のようド説明する 「殺人、目、

姦、強浪、爆破その也の公共の安令に11々 しきfミ?を及:まし必刊に処す

べ主犯ゴドずにつ川て、この 2ヶ条，llu、;31条をj皆す;にノ?にJえポを所

めれば、迅j巴l裁判を行う必要があり、まだそう宇ること jケIlJ↓危な宇件

も迅速ノトつ遊HIlp裁'IT-9 るここができな~，，，u この4うなこ〆では犯罪者

のiXJ突な気炎に打撃を加え、 ilUiITの足立時1~，"í乍 ifJを発弾さ 4 るのにマイ Tス

であり、三た?十会i~i'iごと人ょこの咋命・)lJ 丘全の保護にもマイナスで

ある これらの犯罪者はlλ苧QJ犯や憤簡などの 殺的な刑事犯矩苫と5十t

な:"J、士要な犯罪事実J土容易にかつわっゐい→豆干かに訓ベトげることカ

でき、まとJ[!~Jl:時にほ場で述J市・ノ.:t:J留されど告については誤判が生じる

ことは ~l とんどなく、混〆止かっ適時!こrJ i.士を卜すことができる J 山、と r

ここでは、治安事J日lう， 'ては日~ri' iJ;di止じることはほとんどなく、ム五

〕主に刑事N止を進めても問題ない、 Lペーう認識が"ミされているは l(/) 

郡小半発i も|はl斤かL、笑探には多くのl洪判・えん却を生みU_iし

ていた(この点にコいては3.3.6で♂み守る)。

二弓したシトik完の5f-1し、;ごついては、 i1丈の持怖がイりょっもF市在;:物

詩、いるであのう。 ~4-- I~: わち、 明。ワ?丈J:E.l 本決定をJ百すこは:_;ヶ

条Lかなく、ともに訴訟主主限の知総を求めるものであり、その弓的lよ訴

訟タf]:tc::?(追求することにヮ為る η やーまとめると、~"9.2決定I はさ些半手?

の訴訟権利を剥牟する jJ72: で J 速やか l-~{I]?;たを;;-~、速やか i- 殺す J

判iJlJと殺Jのd人三見を図るこ y であるコl、1 0 

H これ lJYfi ーも h再が減η た忍~jζ( ては、〆1、厳礼的 I~Jj:土二仁被 l 人ぴ〕テVで惨
を制限 t~現象が司じえた的、以告人が:七、な法的 f ンブ不メーンゴ/を受， ， 

Q ことができなかったこ》、 C谷ワ，)'.肩厳毛干七了則問中に上μ昨h しとも舟鼎千患Pどという請め!感惑が

』あ，"円}たニとが.1;'えられる(げ(ヴiノにててつ:コ)(，

4州l川'1.;告斌冶一六h.:.]じ心ム4j人二大l人、 片次L会主議長卜就審主議託;的i(J 戸伐~i炉F打yυJi伴上案手刊i説[1町1町月明耳吋j指出 i厳慾蛇防版7え~ 

重;危色己官吟?牡アイ会:治安弓坑i 犯 f什rれ?仔叫ヤ刊j以勺意 J り升、 1\己恨 lD出n'.~))J ;) I [ 

1 んl 崖散・刻銘「試;~司~!;~己主 7 訴訟効キ 兼許昔 J壬ぞ1'1ρ簡易化? 阿

ヌコ主続「訴訟法yi論与主政l-.') (η伐)1 主 z 刑事 ，J~ßl~i'壬字書) ~ (i=f二百E文王人

二日社57(4)313)l245 ~Hi2j 
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l、引先述の上うに、州1Jd-、.I日記fa-;では、化殺を|絵いじ)刊の前日{権(;U首

高裁が主1;占していたが、社;y:c-if:交にIl主古を/れまτdn:jjlについては、 1980

午から 1983午までに P;~ !)、高故;ニ認手れていたわとごろが、 1983午 9

!l 2 H (，，~裁判li1íi士がし交 11ーされ、死刑μ午 rlT権は最高裁がjct: Iさする狩を1売に

しといた 13条が、 死刑事作{よ最高人民法判日[が判えするi品企をお:き、

最高人民裁と11r'1";ニA可古語JJとしなければならな1..'c役人、百夜、強l花、

爆6!Jiその他の公共の安全および社会治安ド 11→々しき危害を及ぼす北町j'PU 

決の事件σ)才l"ilj経i土、長何人民詩;"JJiノ1語、必きさ仁止、こで、官、自治|又また

ば i古松 I:Jの高級人民よ丸三U所にその行使を民権することができる l と改め

(:，れたご二れにより恥l守j裁は、ドlまさ所定のJsl)r:二ついて、 I必主にけ、じて J

高裁仁 ftl'iTJj詐日71撃を委決i-ることウ守口j認となった、 ftl'iTJj詐日71撃の高裁へ

幻委設が'iIJr主化され士といえよう Lかも、 1980年および19品l年:二おけ

る高決への山γU前日j権委設桁伯u土、 k、、全国人JJl市交会。〉決定;二);¥ーづ
くものであったが、本改正によじ、以r九裁の古 ιによれ死刊司 lリ維を委
さることになったのである、

実際、最品裁はl司仏臼け'/R、改正主主判所i);;:~条 L こ却っき、「芳i.ú~ (i )J司i

雫犯~JIユ i主肋に足立 L く打彰与を加える期間中、公共的安全および社会治安に

山々 L矢危芹を及ぼ「fh苦な犯主117Tに法やかに懲罰を与えるために 4 ・fl

入、首会、 ry!I、盗、滋妓そのF↑色の立行、の安全およfF十|主的安l出々しき危害

をlじます化)ドJ，fJj況を l'L.t事付のえ"I'I1j怪を、当裁判所 ~Ji1-:(，こ従\;'各j号、ヨ

ィliいおよびi白針11'0)高級人民政判所ならびに所市原ヴ裁判Jr:'T:こそ乃~T1吏

る」と j一る通"，1'十7合山じたのであったr その存示、 計寸I7)すJ

1在されナ列_J!ドjri午;土、疑いなく佐川 jri'この大日分をr!:-iめ、検討の機会が

ひとつ主くなれ l夫質的にはこ C)死刑事fIについてはみじlIiJ再寄託T続が

なくなっとしることを庶味する人件己J殺人i亡設判所J)ぷ挙も 1立してい

ないため、ベらには"政打」の呼び戸、 11~五主にかつ冶千かい υ の 'W_1旦

引い、実|ええの死刑執行が争すぎる池);もある」16 といっ に陥っ丈 ι

主主目lk判、 三日()~年) f-i9頁}

'7'，可H:il--& r許ニセ級人j;，c~主ァ]所に 吉~i})死刑事作の;-i: Uj' ~士長権するこノに i坦ずる

通主 i_; ¥l:m:i年日月 711'; 

山|地持i烹 矧計五 IIXJh~'y[H七保枝引序的J日以止存廃的，H 年 1 I ↓ J 凶法 'i~1008 

可ニリ ~;lOO 同乙

~lìJ、 Sli4 ， '>'l~ 1l 84全
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3.2.3 まとめ

宇部でなり上げた ¥f法を πでまとめると、政策国際に台わせたものt

あるといえよう。 iflJi士において{土、税打対象と九れた犯罪類型の 邦にヮ

いて、 t!Xt子(刀法定;I'Jの 阪がタ1'!，IJ1:まご引き げられ、まれ犯罪者が再少

{[~. ';Y J~l:}~i (j) Jtlに引きずり込んている;し:うλ'1ぷから、 j8持方法のf7;夜行為

がlr:ii，jLされたコしかも、効村主でである 3

また、刑事訴訟I大においてh土、治安争犯の裁判を「迷わかi に進行さ

せるために、起訴;!;;、謄木士ノ、しつ送ゴの期liJ!およびト訴・ 71寸フース p矧!TiJ

され、高裁¥の北川t'f>JJ権円三三誌が制l主化された、

しかも、いずれの己主，1も再訟の'!;IIJ込の恨的に関わ〆乙ものであ〆乙が、それ

は主主打対象に限定き引ているのである。まさに投打のためだl7に法改正が

1i われたのである c まよ、す法理由 \)j対事会ミ1どそのものに現れた ~K怯」

tいうタ ムから、政策決定在がj、すにの烹戸jに事めてl;幻惑になってし ζj

こともうかが c う。党のJc;配の正当に対する危機惑が漆みn¥ごいる c
ところで、前且で見た79年創刊rh'τ会議および81年 5大者1:，ふrd7安自己議

会後の立ij、は、 v づ-"ti..，も全何人大常委~O)立法定限を除t:ili L子 t占民主窓

と lf えられ之。この，白、 8ワヰ主，:i1、 l土、全国人大i'1~ 妥会的立法権限を、 I 全

同九l(代表大会開会期間中におし sては、主何人以1:::友人会が制定し三法

律事部分的に街角:し、または己主lt.するが、ただLiiFよ法14':の基本原日Iiと

批触して(;Iならない iJi7条3号、1 ;.，だめる 会凶人大常委会が令出入

ノ人の帝した担、伊をは止したとしても、 ぞれが直ちに注怒となるわ(J--C 

は1にく、「基ノq，:原日1ーに将司虫!〆たか再かをJよなければならなしh じかに、

イ可去、 基本係員I;J仁ついては、通常、法，ーはこれが基フドl民自1Iである jこ

規 íi~. ，~れているわけてはないため、事%上、 でオ L~よ主主終的に令国人/\常

長会の昨釈に主主ねられゐことになゐコ

ただし、「(台t:事犯の決定」は;M及i直E4認めとお:)、ごのごとがcj1
1"1 のJTlJ法ヂ:ヲミでは刑法の松木間引とさ才L ていc;罪刑法定 19' ~IJJ OJー内

科である ilU 法~! <J::の11，さにかワ挺きにl!t:)点、別にlλjることは明らかで

ある。したがって、 I約交事犯の決定 J については、法律の某苧:19'~11 に

認¥している点で、述告の疑いが法!こであるといつことはできょう

.! ~" 小:1彦ぶ l中 bl~:m、 :}!!-liき I~，医係r正規・司μ、解釈文書作t-. {;i，t';T，1H謂)」土井裕
二日社57(4<11.:.) l243 ~Hi4j 
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また、よ丸呈Jj込速化決氾ペー己主とよ丸呈Jjy;iiJぐに立すL，-c (止、 '1凶;正|ノ4においぐ
も、 行機関にとっては、上問問聞を短縮寸る法律上の I川市な ~J{限二い

あるが、当時の令同人大市22会がこうじた決定を Tいたことn科、の公jf
さないしは必要性tついては、疑う仁伯ずる」川、 「定完;およ fぴノ〆ぐ刊|同4の0引托l己士工)

i透歪}バ山|日Jに対する版粛.ぺ↑慎雲l草五な政H涼Jと〈台j-iJ以もしな U、 .J} と批判~tL -e:おり、 3 

らには「与1"'1人大j市委会がlilJポ訴訟のれ本的なポ柄をし士11すること以、

立法権限を越えているJ:'-'--"と泌を~拘ずる批判もある υ

正法守的を l号 i1903イI'i712。

1'，起，;I!志 r-.'厳t 中il̂lW述'IWi問題j叶訂 T'Jf，iZrr中}jンL1上ワ政主主活JIJ.J;;i9 
f:l( 

リ謝希慨「対〈司於 jßJ~審叫lλ重危害干十ユミ;む安的犯-}b旬、了此引:f+J決定;自J

議論一法学iリ切手5l明::9頁}ニ，J";批判は「jjL乳迅速化if:>-r"..J k I ，-~J け l汁しfーもれ

であるが、手、予定孜前のために死刑十J十審否 r絞を校内哉の専権与÷明こ Lたことを
涼みるこ、ての矛先は斗坑に L~.z ;裁手'j)lru、にもl'ずけられ乙いるものこ考えらオし
ヲ
心

ノ再飛 !I'; 事恰殆H ，:j-研究中間万τ ，~H収衣 l 、 :.;O()25γ) ;:;S~ ，_ 
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